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した。
　子どもの基本的生活習慣を「わからない」と回答した保護者は、非常に少なかったが、「朝、排便して
から登園する」という排便の習慣に「わからない」と回答した保護者（17人）が比較的多かった。その
背景として、早朝からの保育利用や保護者が朝夕の子どもの送迎を家族間で分担するケース、子どもの年
齢が上がり、排便に援助がいらなくなるケース等が考えられる。
　近年の幼児の基本的生活習慣では、特に排便や排泄の習慣についての遅れが顕著であり（谷田貝・高橋
2008、ベネッセ教育総合研究所2016、谷田貝・高橋2021）、年長児（５・６歳児）であっても夜間のオム
ツ使用率が高まっているという（ベネッセ教育総合研究所2016、谷田貝・高橋2021）。保育所の開所時間
が早まり、朝７時台に登園する園児も多い。平日は、出勤前後の忙しい朝・夜の短時間しか、家族の生活
を共有できないのが、保育所利用家庭の生活課題である。早朝からの保育利用や育児を分担する家族・親
族、おねしょの心配のない高機能なオムツ等は、保護者にとって頼もしい存在だが、子どもも大人も育児
に関わる皆が「○○任せ」にせず、子どもの基本的生活習慣の発達を見守り、経験を共有する育児期の生
活の工夫が必要であろう。

４．まとめと今後の課題

　本研究は、今後の保育への教育的示唆を得ることを目的とし、保育所を利用する幼児の基本的生活習慣
（保護者の回答）を子どもの年齢別・性別の実態を明らかにし、保育利用状況（保育利用開始年齢や現在
の保育利用状況等）との関連を検討した。その結果、以下の内容が明らかとなった。
　対象者の基本的生活習慣（食事、排便、着脱衣、清潔の習慣）は、いずれも年齢と有意な関連があり、
年齢があがるほど「身についている」割合が増した。しかし、山下（1955）や谷田貝・高橋（2008、
2021）の「基本的生活習慣の発達規準」の自立標準年齢の規準（各習慣に当該年齢段階児の70 ～ 75％が
満足する（できる）ことをもって標準年齢とする）を参考に、本研究の結果をみると、６歳児までに「身
についている」割合が70％以上を占めた習慣は、「朝食の摂取」「自分で衣服を着る」「自分で歯を磨く」
の3項目のみであった。また、性別との関連から「はしを正しく持って使う」、「自分で衣服を着る」、「脱
いで裏返った衣類を元の状態に戻す」、「自分で歯を磨く」の４項目で、４～５歳時点を中心とした女子の
発達の早さがみられたが、６歳児になると全項目で性別との有意な関連がみられなくなることが分かっ
た。
　したがって、先行研究にみられる基本的生活習慣の獲得率退行の傾向が、本研究においても確認された。
加えて、本研究と谷田貝・高橋（2021）の「基本的生活習慣の発達規準」に共通する習慣に注目すると、
本研究対象者（６歳児時点）の「身についている」割合が「はしを正しく持って使う」、「朝、排便してか
ら登園する」、「自分で歯を磨く」、「お風呂で自分の体を洗う」の4項目においていずれも70％未満であっ
たことから、谷田貝・高橋（2021）の自立標準年齢を参考とした場合に、発達の遅れが推察された。
　保育の利用状況別と保育の利用開始年齢別の「基本的生活習慣」得点には、有意差がみられなかった。
子どもの基本的生活習慣が「わからない」保護者は、全体的に少ないものの、「朝、排便してから登園する」
という習慣に「わからない」と回答する保護者が比較的多いことが分かった。
　本研究対象者の「基本的生活習慣」得点に保育利用状況による差が生じないならば、なぜ、本研究対象
者の「はしを正しく持って使う」、「朝、排便してから登園する」、「自分で歯を磨く」、「お風呂で自分の体
を洗う」等の発達に、谷田貝・高橋（2021）の自立標準年齢よりも遅れの傾向がみられたのだろうか。基
本的生活習慣は、反復により長期間、繰り返し学習することにより身につくものである。「はしを正しく
持って使う」、「朝、排便してから登園する」、「自分で歯を磨く」、「お風呂で自分の体を洗う」等の習慣は、
集団生活での学びや個別対応が難しい習慣であり、家庭生活の影響を受けやすい習慣であったため、本研
究の結果に影響したと考えられる。つまり、保育所を利用する幼児や保護者の降園後の生活時間は短く、
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限られた時間の中、家族の生活の質を高めることが課題となる。しかし、保護者が多忙を極めると大人の
生活効率が優先され、子ども自身が「はしを正しく持って使う」、「朝、排便してから登園する」、「自分で
歯を磨く」、「お風呂で自分の体を洗う」等を行う時間や機会、失敗を含めて家族と生活を共有し、繰り返
し学ぶ経験が不足しやすかったと推察される。今後、子どもの家庭生活と基本的生活習慣の関連を明らか
にする必要がある。
　ただし、園の保育でも、日常的に箸や歯ブラシを使用し、保育内容として箸や歯ブラシの使い方を扱う
機会がある。しかし、保育者が個々の児童に習慣化するまで、長期的に見守り、繰り返し教え続けるケー
スは稀だ。体を洗うことも園のプールや行事等で、学習・経験する機会はあったとしても、年に数回のみ
であろう。排便も、園生活ならば、登園後に排便することも容易だが、就学後に小学校で子どもが好きな
時間に排便することは難しい。したがって、園の集団保育では代替できない、幼児期に家庭生活で身につ
けるべき生活習慣があると考えられる。今後の課題として、どんな習慣ならば園生活で身につきやすいの
かを明らかにする研究も必要だろう。
　本研究は、保育所を利用する園児の保護者のみを対象としたが、厚生労働省（2020）によれば、令和２
年４月の保育所等利用率は、１・２歳児50 .4％、３歳以上児55 .4％であり、保育所を利用する幼児が過
半数を占める状況となった。近年、幼稚園児の在園時間も増加しており（ベネッセ教育総合研究所2016）、
平日の在宅時間の短さは、保育園児だけでなく、幼稚園児にも共通する幼児全体の生活課題となりつつあ
る。今後の保育や子育て家庭支援を考える際、子どもの発達を家庭だけでなく園を含む地域社会で支える
視点が重要となるが、本研究の結果からは、例えば朝の排便習慣のように、子どもの基本的生活習慣の発
達においては、園の保育で代替できない家庭教育の意義の一端が再認識された。育児期の保護者にとっ
て、園の保育や新しい家事・育児用品等の利用は、大きな助けとなるが、幼児期の家庭生活において、保
護者の生活効率と子どもの基本的生活習慣の発達の双方を充実させるためには、多様な家族像や共働き家
庭を前提とした、新たな幼児教育や家庭生活についての研究が必要である。また、現代の日本社会では、
保護者個々の努力で、働くことと育児の双方を円満な状態として育児期を乗り越えることは困難であり、
社会全体で人間の発達や生活経験を尊重する仕組みづくりも必要だ。今後、幼児期の家庭生活と基本的生
活習慣の関連を明らかにし、園の保育や子育て支援等の活動を通して、家庭と連携し子どもの基本的生活
習慣の発達を支える方法について研究を進めることを課題とする。
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注

１）幼児の基本的生活習慣を食事、睡眠、排泄、着脱衣、清潔の５つの習慣と位置付けたのは、山下俊郎
の1935～1936年調査による［ただし、山下（1955）は、「基本的習慣の自立の標準」として食事、睡
眠、排泄、着衣、清潔の語句を用いた］。

２）谷田貝・高橋（2008）は、山下調査（1936年実施）と2003年調査を比較し、着脱衣以外の基本的生
活習慣の自立に遅れがみられることを明らかにした。着脱衣は、2003年調査の自立度の方が高かっ
たが、その理由として、「ボタンをとめる」「ひもを結ぶ」といった項目には、発達の遅れがみられた
ことから、衣類の形態や素材の違いが挙げられた。須永・他（2016）は、2000年と2012年調査の比
較を行い、食事（決まった時間に食事、おやつ）と清潔（手洗い、はみがき）の習慣の獲得率が低下
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したことを明らかにした。ベネッセ教育総合研究所（2016）は、1995年から2015年まで5年ごとに「幼
児の生活アンケート」を実施しており（幼児の基本的生活習慣に関する項目は、2005年調査以降に
追加）、2005年と2015年調査を比較した結果、食事（おはしを使って食事をする）、睡眠（決まった
時間に起床・就寝する）、排泄（おしっこをする前に知らせる、自分でパンツを脱いでおしっこをする、
自分でうんちができる、オムツをしないで寝る）、清潔（歯をみがいて、口をすすぐ）において、
2015年の達成率が低かったことを明らかにした。

３）例えば、厚生労働省（2020）によれば、令和２（2020）年４月の１・２歳児の保育所等利用率は、
50.4％であった（３歳以上児の保育所等利用率55 .4％）。ベネッセ教育総合研究所（2016）は、幼児
の「家の外にいる平均時間」は、幼稚園児が1995年５時間39分→2015年６時間11分、保育園児
1995年８時間36分→2015年9時間34分へと増加したと報告した。

４）永田・他（2017）は、2006年と2016年調査を比較して、幼児の生活習慣に関し「家庭で教えている」
という回答も2006年調査より2016年調査において有意に高かったことを報告している。

５）基本的生活習慣は、一般的に食事、睡眠、排泄、着脱衣、清潔の５つの習慣から測定するが、本調査
では、睡眠の習慣について測定できなかったため、食事、排泄、着脱衣、清潔の４つの習慣について
扱う。ベネッセ教育研究所（2010）によれば、幼児の早寝早起き傾向が強まり、幼稚園児と保育園児

（４～６歳）の夜間睡眠時間は、いずれも幼稚園児の方が30分～１時間程度長い（保育園児は、昼寝
時間があるため一日の合計睡眠時間は、幼稚園児も保育園児も10時間以上となる）という。また、
厚生労働省「第４回21世紀出生児横断調査結果の概況」（2001年出生児の３歳６か月時点調査）によ
れば、母親の労働時間が長くなるほど、午後10時以降に寝る子の割合が高まったとの報告がある。
短時間保育利用や延長保育の利用等、在園時間数の長短は、降園後の生活時間への影響が大きく、間
接的に幼児の睡眠時間にも影響すると考えられる。本研究で睡眠の習慣を扱うことはできないが、他
の基本的生活習慣と保育利用状況（短時間保育利用や延長保育の利用等の在園時間数とかかわりの深
い項目）との関連について分析する。
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小学校学習指導要領に基づいた小学校理科の
深い学びの鍵となる理科の見方について

A View of Science as the Key to Deep Learning in Elementary School 
Science Based on the Elementary School Course of Study

児童教育学科　関根 正弘

１．はじめに

　平成29年３月31日に小学校学習指導要領の改訂が行われ、令和２年度より新小学校学習指導要領は全
面的に実施された。この新学習指導要領改訂の理念に関わるキーワードとして、次の５項目が挙げられ
る。
〇『社会に開かれた教育課程』（学校教育目標を学校と社会が共有し、連携・協働する教育課程）
〇『カリキュラム・マネジメント』（教育課程を軸に組織的・計画的・意図的な教育活動の改善・充実）
〇『資質・能力』（「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」）
〇『見方・考え方』（各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方）
〇『主体的・対話的で深い学び』（生涯にわたって能動的に学び続けることができる質の高い学び）
　これらの項目の中で、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」は、小学校教員を目指す
学生に身に付けさせることが、喫緊の課題である。年報第10号では「主体的な学び」、年報第11号では「対
話的な学び」について学習指導要領を読み解いてきた。今回は、「深い学びの鍵となる理科の見方」につ
いて捉えていく。

２．深い学びの鍵となる「見方・考え方」

（１）第１章　総説より

　小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 理科編「第１章１（２）③主体的・対話的で深い学びの実
現に向けた授業改善の推進」には、次のように示されている。

オ　深い学びの鍵として「見方・考え方」を働かせることが重要になること。各教科等の「見方・考
え方」は，「どのような視点で物事を捉え，どのような考え方で思考していくのか」というその
教科等ならではの物事を捉える視点や考え方である。各教科等を学ぶ本質的な意義の中核をなす
ものであり，教科等の学習と社会をつなぐものであることから，児童生徒が学習や人生において，

「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることにこそ，教師の専門性が発揮さ
れることが求められること。

　各教科等の「見方・考え方」を働かせることが、深い学びの鍵となることが示されている。学習や生活
場面で「見方・考え方」を自在に働かせることができるようにすることで、主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業改善が図られ、子供たちの資質・能力の育成につながっていくことを教師は重く受け止
めていくことが必要である。
　小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 理科編「第１章２（２）③ⅰ主体的・対話的で深い学びの
実現」には、中央教育審議会答申の要旨が次のように示されている。
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③　学習・指導の改善充実や教育環境の充実等
ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現
　「主体的な学び」，「対話的な学び」，「深い学び」の三つの視点から学習過程を更に質的に改善して
いくことが必要である。なお，これら三つの視点はそれぞれが独立しているものではなく，相互に関
連し合うものであることに留意が必要である。その際，自然の事物・現象について，「理科の見方・
考え方」を働かせて，探究の過程を通して学ぶことにより，資質・能力を獲得するとともに，「見方・
考え方」も豊かで確かなものとなると考えられる。さらに，次の学習や日常生活などにおける問題発
見・解決の場面において，獲得した資質・能力に支えられた「見方・考え方」を働かせることによっ
て「深い学び」につながっていくものと考えられる。

　「見方・考え方」を働かせて学ぶことにより、育成を図る資質・能力を身に付けることができるととも
に、「見方・考え方」も豊かで確かなものになっていく。その豊かで確かになった「見方・考え方」を次
の学習や日常生活などで、さらに働かせることによって「深い学び」を促すことができていく。

（２）第４章　指導計画の作成と内容の取扱いより

　小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 理科編「第４章１（１）主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善」には、次のように示されている。

　（前略）「深い学び」については，例えば，「理科の見方・考え方」を働かせながら問題解決の過程
を通して学ぶことにより，理科で育成を目指す資質・能力を獲得するようになっているか，様々な知
識がつながって，より科学的な概念を形成することに向かっているか，さらに，新たに獲得した資質・
能力に基づいた「理科の見方・考え方」を，次の学習や日常生活などにおける問題発見・解決の場面
で働かせているかなどの視点から，授業改善を図ることが考えられる。

　ここでは、「理科の見方・考え方」を問題解決の過程すべての場面で働かせながら学んでいくことが示
されている。さらに単元の学習が終わった後に、引き続き「理科の見方・考え方」を次の学習や日常生活
でも活用することができるようにしていくことが求められている。問題解決の過程で単元の導入として始
めに取り組む「自然事象の把握」の場面から最後に取り組む「結論の導出」「活用」場面まで、子供たち
が自在に「理科の見方・考え方」を働かせて学習し資質・能力を身に付けていくことが、主体的・対話的
で深い学びの実現につながっていくことになる。

２．教科の目標における見方・考え方

（１）小学校理科の教科の目標の改定

　小学校理科の教科の目標（平成20年告示）は、以下のとおりである。

　自然に親しみ，見通しをもって観察，実験などを行い，問題解決の能力と自然を愛する心情を育て
るとともに，自然の事物・現象についての実感を伴った理解を図り，科学的な見方や考え方を養う。
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　小学校理科の教科の目標（平成29年告示）は、以下のとおりである。

　自然に親しみ，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，
自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・能力を次のとおり育成する
ことを目指す。

（１）自然の事物・現象についての理解を図り，観察，実験などに関する基本的な技能を身に付ける
ようにする。

（２）観察，実験などを行い，問題解決の力を養う。
（３）自然を愛する心情や主体的に問題解決しようとする態度を養う。

　小学校理科の教科の目標で、平成20年告示では、「科学的な見方や考え方を養う」とあるのに対し、平
成29年告示では、「理科の見方・考え方を働かせ、資質・能力を育成する」とある。旧学習指導要領では、

「見方や考え方」を養うことが重要な目標であったのが、新学習指導要領では、「見方・考え方」は資質・
能力を育成するための手段のひとつであることが今回の改訂で示されたことになる。
　小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 理科編　第２章　第１節　「理科の見方・考え方を働かせ」　
について、次のように示されている。

「理科の見方・考え方を働かせ」について
　理科においては，従来，「科学的な見方や考え方」を育成することを重要な目標として位置付け，
資質・能力を包括するものとして示してきた。「見方や考え方」とは，「問題解決の活動によって児童
が身に付ける方法や手続きと，その方法や手続きによって得られた結果及び概念を包含する」という
表現で示されてきたところである。しかし，今回の改訂では，資質・能力をより具体的なものとして
示し，「見方・考え方」は資質・能力を育成する過程で児童が働かせる「物事を捉える視点や考え方」
であること，更には教科等ごとの特徴があり，各教科等を学ぶ本質的な意義や中核をなすものとして
全教科等を通して整理されたことを踏まえ，理科の特質に応じ，「理科の見方・考え方」として，改
めて検討した。（中略）
　なお，「見方・考え方」は，問題解決の活動を通して育成を目指す資質・能力としての「知識」や「思
考力，判断力，表現力等」とは異なることに留意が必要である。

　平成20年改訂の学習指導要領では、「科学的な見方や考え方」を育成することが目標とされていて、資
質・能力を包括するものとして示されていた。研究授業などの学習指導案でも学習過程のプロセスである

「結論（わかったこと）」を「見方や考え方」と表記し、習得させる知識そのものとして捉えていた。問題
を解決して得た答えである結論を「見方や考え方」として記載していた。しかし、今回の改訂では、「見方・
考え方」を資質・能力を育成する過程で働かせる「物事を捉える視点や考え方」であり、資質・能力とし
ての「知識」や「思考力・判断力・表現力等」とは異なることが明示された。
　このことが、教育現場を混乱させることになった。今まで理科を研究してきた教員は「見方や考え方」
を問題解決の結論として捉えてきた。獲得した資質・能力の「知識」が「見方や考え方」であったのが「知
識」とは異なることとして、「科学的な見方や考え方」から「理科の見方・考え方」と改訂されたのである。
この違いをどのように捉えたらよいのか、子供たちが「見方・考え方」を働かせるためには、具体的にど
のように授業で実践していけばよいのか等、疑問とともに不安を抱いた教員も少なくなかった。「理科の
見方・考え方」を働かせるとは、どのようなことなのかを少しずつ読み解いていきたい。
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（２）小学校の他教科の目標

　各教科等で、教科の目標の示し方を統一したことも今回の改訂の注目する点である。例として国語、算
数、社会を見てみると次のようになる。ここでは、どのような学習の過程を通して資質・能力を育成する
のかを示している部分のみ掲載した。

＜国語＞
　言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する資質・
能力を次のとおり育成することを目指す。
＜算数＞
　数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・ 能力を次のとおり育
成することを目指す。
＜社会＞
　社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，グローバル化す
る国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力
の基礎を次のとおり育成することを目指す。

　他の各教科等も同様で、「見方・考え方を働かせ」「資質・能力を育成する」と示されている。「言葉に
よる見方・考え方」、「数学的な見方・考え方」、「社会的な見方・考え方」とはどのような「見方・考え方」
なのだろうか。今回は「理科の見方・考え方」の「見方」について読み解いていく。

３．小学校理科の見方

（１）働かせる理科の見方

　小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 理科編「第２章　第１節　理科の見方・考え方を働かせに
ついて、次のように示されている。

「理科の見方・考え方を働かせ」について
　問題解決の過程において，自然の事物・現象をどのような視点で捉えるかという「見方」について
は，理科を構成する領域ごとの特徴から整理を行った。自然の事物・現象を，「エネルギー」を柱と
する領域では，主として量的・関係的な視点で捉えることが，「粒子」を柱とする領域では，主とし
て質的・実体的な視点で捉えることが，「生命」を柱とする領域では，主として共通性・多様性の視
点で捉えることが，「地球」を柱とする領域では，主として時間的・空間的な視点で捉えることが，
それぞれの領域における特徴的な視点として整理することができる。
　ただし，これらの特徴的な視点はそれぞれ領域固有のものではなく，その強弱はあるものの，他の
領域においても用いられる視点であることや，これら以外にも，理科だけでなく様々な場面で用いら
れる原因と結果をはじめとして，部分と全体，定性と定量などといった視点もあることに留意する必
要がある。（中略）
　このような「理科の見方・考え方」を自在に働かせ，自然の事物・現象に関わることができる児童
は，どのような視点で自然の事物・現象を捉え，どのような考え方で思考すればよいのかを自覚しな
がら，自然の事物・現象に関わることができるということである。それは，自然の事物・現象から問
題を見いだし，予想や仮説をもち，その解決方法を考えたり，知識を関連付けてより深く理解したり
することに向かう「深い学び」を実現することになるのである。児童自らが「理科の見方・考え方」
を意識的に働かせながら，繰り返し自然の事物・現象に関わることで，児童の「見方・考え方」は豊
かで確かなものになっていき，それに伴い，育成を目指す資質・能力が更に伸ばされていくのである。
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　このことから「理科の見方」は、自然の事物・現象を捉える視点であることが分かる。その視点は、理
科を構成する４つの領域ごとの特徴から整理されている。この「理科の見方」を自在に働かせ、どのよう
な視点で自然の事物・現象を捉えればよいのかを子供たちが自覚しながら、自然の事物・現象に関わるこ
とができるようにすることで、深い学びの実現が図られ、育成を目指す資質・能力がさらに伸ばされてい
くいくと考えられる。

（２）４つの領域ごとの理科の見方

　・「エネルギー」を柱とする領域では、主として量的・関係的な視点で捉える見方を働かせる。
　・「粒子」を柱とする領域では、主として質的・実体的な視点で捉える見方を働かせる。
　・「生命」を柱とする領域では、主として共通性・多様性の視点で捉える見方を働かせる。
　・「地球」を柱とする領域では、主として時間的・空間的な視点で捉える見方を働かせる。
　これら領域ごとの「見方」は、「主として」とあるようにそれぞれ領域固有のものではなく、他の領域
にも用いられる視点であることや、これら以外でも、理科だけではなく様々な場面で用いられる原因と結
果、部分と全体、定性と定量などの視点もあることに留意する必要がある。
　では、「量的・関係的」「質的・実体的」「共通性・多様性」「時間的・空間的」の視点で捉える見方とは、
どのような視点で捉えることなのだろうか。実際に子供たちが自然の事物・現象を捉える視点を追いなが
ら子供の姿として観ていくことにする。

４．子供が働かせる見方

（１）子供の発想や反応そのものが「見方」

　授業を通した実践検証を行ってみると、子供の発想や反応そのものが、働かせている「見方・考え方」
であることに気付かされた。今まで、子供の反応を予想して授業を創造してきたのと同様に、子供が働か
せる「見方・考え方」を教師があらかじめ予想して学習指導案に書き込むことで、教師が提示する自然の
事物・現象や発問、働きかけ、子供の発想の価値付けなどが洗練され、問題解決の学習活動がより活性化
した展開となっていく。さらに各学年の内容の本質が明らかになることで、４領域の特徴に基づいた授業
が行えることが明らかになった。具体的に各学年の単元での一場面を例に、領域ごとの子供の発想や反応
と「見方」とのつながりを挙げてみる。

（２）エネルギー領域の授業における子供が働かせる「見方」（量的・関係的な視点）

　①　３年「風とゴムの力の働き」問題を見いだす場面
めあて：ゴムで動く車を作って遊んでみて、気付いたことを話し合おう。

　　　子供の反応「車の進む距離は、ゴムの伸ばし方と関係があるのかな。」
　　　「見方」⇒�車の進む距離を量的な視点で捉えている。ゴムの伸ばし方を量的な視点で捉えている。

２つの量と量の関わりを関係的な視点で捉えている。

　②　４年「電流の働き」根拠のある予想を発想する場面
問題：モーターをもっと速く回すには、どのようにすればよいのだろうか。

　　　子供の反応「乾電池の数が２個になれば１個のときと比べて電流の大きさも２倍になり、モーター
が２倍の速さで回ると思うよ。」

　　　「見方」⇒�乾電池の数、電流の大きさを量的な視点で捉えている。モーターの回る速さを量的な視
点で捉えている。２つの量と量の関わりを関係的な視点で捉えている。
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　③　５年「振り子の運動」根拠のある予想を発想する場面
問題：振り子の１往復する時間は、何によって変わるのだろうか。

　　　子供の反応「おもりが重いと勢いがついて、１往復する時間は短くなると思うよ。」
　　　「見方」⇒�おもりの数、おもりの重さを量的な視点で捉えている。振り子が１往復する時間を量的

な視点で捉えている。２つの量と量の関わりを関係的な視点で捉えている。

　④　６年「電気の利用」根拠のある予想を発想する場面
問題：豆電球と発光ダイオードで、使う電気の量に違いがあるのだろうか。

　　　子供の反応「発光ダイオードにつないで手回し発電機のハンドルを回したとき、豆電球よりも手ご
たえが軽かったので、使う電気の量に違いがあると思うよ。」

　　　「見方」⇒�手回し発電機のハンドルを回す手ごたえを量的な視点で捉えている。使う電気の量を量
的な視点で捉えている。２つの量と量の関わりを関係的な視点で捉えている。

（３）粒子領域の授業における子供が働かせる「見方」（質的・実体的な視点）

　①　３年「物と重さ」問題を見いだす場面
めあて：違う物を片手ずつ持って、重さについて気付いたことを話し合おう。

　　　子供の反応「空き缶はアルミニウムも鉄も同じ金属だし、持った感じも同じ重さに思えるよ。」
　　　「見方」⇒�アルミニウムと鉄の違った材質や性質を質的な視点で捉えている。見えないけどそれぞ

れの物には重さがあることを実体的な視点で捉えている。

　②　４年「金属、水、空気と温度」根拠のある予想を発想する場面
問題：水はどのように温まるのだろうか。

　　　子供の反応「水も金属と同じように熱せられたところから順に温まっていくと思うよ。」
　　　「見方」⇒�既習の内容である金属の温まり方を適用して、違った材質の金属と水を同じ性質として

質的な視点で捉えている。見えない熱の伝わり方を実体的な視点で捉えている。

　③　５年「物の溶け方」根拠のある予想を発想する場面
問題：物が水に溶ける量には、限りがあるのだろうか。

　　　子供の反応「食塩は、見えなくなっても水の中にあったから、物が溶ける量には限りがあると思う
よ。でも、物によって違うと思うな。」

　　　「見方」⇒�溶けた食塩は見えなくなっても水の中にあるという実体的な視点で捉えている。物に
よって違うという質的な視点で捉えている。

　
　④　６年「水溶液の性質」根拠のある予想を発想する場面

問題：塩酸に溶けたアルミニウムは、どうなったのだろうか。
　　　子供の反応「水に溶けた食塩やミョウバンと同じように、見えないけどアルミニウムのまま水に溶

けていると思うよ。」
　　　「見方」⇒�溶かしたのはアルミニウムだが、物が違っても溶け方は食塩やミョウバンと同じだとい

う質的な視点で捉えている。溶けたアルミニウムは見えなくなってもそのまま水の中に
あるという実体的な視点で捉えている。
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（４）生命領域の授業における子供が働かせる「見方」（共通性・多様性の視点）

　①　３年「身の回りの生物」問題を見いだす場面
めあて：いろいろな植物の種を見て、気付いたことを話し合おう

　　　子供の反応「種には、いろいろな色や形、大きさの物があるね。どれも１年生で育てたアサガオと
同じ育ち方をするのかな。」

　　　「見方」⇒�植物の種子は、種類によって違っていることを多様性の視点で捉えている。どの植物も
同じように育つことを共通性の視点で捉えている。

　②　４年「人の体のつくりと運動」根拠のある予想を発想する場面
問題：体全体の骨と筋肉は、どのようなつくりや仕組みになっているのだろうか。

　　　子供の反応「腕と脚では、形や役割が違うけど、同じようなつくりや仕組みで動くと思うよ。」
　　　「見方」⇒�腕と脚の形や役割の違いを多様性の視点で捉えている。同じような動き方をすることか

ら共通性の視点で捉えている。

　③　５年「植物の発芽、成長、結実」問題を見いだす場面
めあて：春になり、いろいろな植物が発芽している様子を見て、気付いたことを話し合おう。

　　　子供の反応「春になっていろいろな植物が発芽したけど、発芽の条件はそれぞれ違うのかな。」
　　　「見方」⇒�いろいろな植物が同じように発芽している様子を共通性の視点で捉えている。植物に

よって発芽の条件が違うことを多様性の視点で捉えている。

　④　６年「植物の養分と水の通り道」問題を見いだす場面
めあて：日光がよく当たってよく成長している植物を見て、気付いたことを話し合おう。

　　　子供の反応「葉の形や大きさが違っている植物でも、葉に日光が当たると成長に必要なデンプンが
同じようにできるのかな。」

　　　「見方」⇒�種類の違う植物の葉は、形や大きさ、繁り方が違う様子を多様性の視点で捉えている。
どの植物も同じように葉に日光が当たると成長に必要なデンプンができるという共通性
の視点で捉えている。

（５）地球領域の授業における子供が働かせる「見方」（時間的・空間的な視点）

　①　３年「太陽と地面の様子」問題を見いだす場面
めあて：影踏み遊びを晴れた日の校庭で遊んで、気付いたことを話し合おう

　　　子供の反応「朝は校舎の影が安全地帯だったけど、昼になったら影の位置が変わって安全地帯では
なくなったよ。」

　　　「見方」⇒�朝から昼への時間の移り変わりを時間的な視点で捉えている。校舎の影の位置の変化を
空間的な視点で捉えている。

　②　４年「雨水の行方と地面の様子」根拠のある予想を発想する場面
問題：雨水は、地面にしみ込むのだろうか。

　　　子供の反応「雨が上がってしばらくすると校庭にあった水たまりがなくなっていたよ。地面にしみ
込んだと思うな。」

　　　「見方」⇒�雨が降っているときと雨上がりのあとの時間の移り変わりを時間的な視点で捉えている。雨
水の行方を校庭の表面から地面の下へとしみ込んでいくという空間的な視点で捉えている。
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　③　５年「流れる水の働きと土地の変化」問題を見いだす場面
めあて：穏やかに流れている普段の川と、大雨が降った後の川の流れやその周りの土地の様子に

ついて、気付いたことを話し合おう。
　　　子供の反応「普段の川と大雨が降った後では、川の幅や川原の形が変わったよ。」
　　　「見方」⇒�普段の日と大雨が降った後の日との違いを時間的な視点で捉えている。川幅の違いや川

原の形の違いを空間的な視点で捉えている。

　④　６年「月と太陽」問題を見いだす場面
めあて：朝方に見える月と夕方に見える月の様子の写真を見て、気付いたことを話し合おう。 

　　　子供の反応「月は日によって見える形が変わっているし、見える位置も変わっているよ。」
　　　「見方」⇒�日によって見える月の形の違いを時間的な視点で捉えている。日によって見える月の位

置が違うことを空間的な視点で捉えている。

５．働かせている「見方」の価値付け

　これらのように、自然の事物・現象を捉える視点によって発せられる子供のつぶやきからみえてくる発
想や反応の中に子供一人一人が自在に働かせている「理科の見方」が表出されてくる。「見方は」新しい
視点ではなく、今までと同様に子供たちが自然に親しむことで働かせる事物・現象の捉え方である。子供
たちに自然の事物・現象を提示したり、自然の中に連れて行ったりする際には、子供が対象である自然の
事物・現象に関心や意欲を高めつつ、そこから問題意識を醸成し、主体的に追究していくことができるよ
うに意図的な活動の場を工夫し、自在に「見方」を働かせることができるようにすることが必要である。
この「見方」を働かせた子供の発言を教師が全体の場で取り上げて価値付けていくことで、さらに学級全
体の「見方」が豊かで確かなものとなっていくと考えられる。

６．おわりに

　学習指導要領に基づいた小学校理科の深い学びの鍵となる理科の見方について、概観してきた。深い学
びのキーワードは、「自然の事物・現象を捉える視点である見方・考え方を自在に働かせること」「豊かで
確かになった見方・考え方を働かせて、次の学習や日常生活に活用すること」である。今回は「見方」に
ついて読み解いてきたが、次回は「考え方」について読み解いていきたいと考える。主体的な学びのキー
ワードは、「見通しと振り返り」であり、対話的な学びのキーワードは、「まず自分で考えた後、自分の考
えを基に他者と話し合う」である。これらの学びは、小学校理科の問題解決の過程のそれぞれの学習場面
で促すことができると考える。「主体的・対話的で深い学び」はそれぞれ独立しているものではなく、相
互に関連し合うものであることを確認しておく。今後もこれらの学びを促す授業改善を図ることのできる
教師を育てていく。

参考文献

・「文部科学省：小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　理科編」
・「全国小学校理科研究協議会東京大会 研究紀要」足立区立弘道小学校 校長 関根正弘（平成29年）
・「理科好きの子どもを育てる小学校理科　理科の見方・考え方を働かせて学びを深める理科の授業づく

り」編著 関根正弘他３名　大日本図書（2020年）
・「理科授業　START BOOK」３年～６年　著者 関根正弘他６名　大日本図書（令和２年）
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小・中・高の歴史教育の意識に関する予備的考察
―教科指導法、カリキュラム・マネジメント構築のための基礎作業―

A Preliminary Consideration about Consciousness for History 
Education in Elementary，Junior High and Senior High School

- A Basic Study for Building a Teaching Methodology，
Curriculum Management -

児童教育学科　中尾 浩康

１．はじめに

　新学習指導要領は、小学校では2020（令和２）年４月から、中学校では2021（令和３）年４月から全
面的に実施され、高等学校においては2022（令和４）年４月から年次進行で実施される予定である。
1989（平成元）年改訂学習指導要領の実施以降、博物館・資料館の活用や身近な地域の学習について継続
して明記され、既に30年以上が経過している１）。今回の学習指導要領の改訂では、小・中・高の総則に「主
体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」という記述が新設され、配慮する事項として「地域の
図書館や博物館，美術館」等の施設の活用を積極的に行い、「資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習
活動を充実すること」が盛り込まれた。これらは同じく総則に入れられた「カリキュラム・マネジメント」
と密接に関わる２）。加えて今回の改訂では、「社会に開かれた教育課程」という新しい概念も示された。
これまでも「開かれた学校」が提唱されてきたが、現代や将来の課題への対応等を学校と社会が共有し、
地域でどのような子どもを育て、何を実現していくのか、総がかりで解決していくことを目指すものであ
る３）。「社会に開かれた教育課程」を実現する上で、社会科の果たす役割は非常に大きい。
　小学校社会科の「主体的・対話的で深い学び」とは、「児童が社会的事象から学習問題を見いだし，そ
の解決への見通しをもって取り組むようにすること」「学習過程を通じた様々な場面で児童相互の話合い
や討論などの活動を一層充実させること」４）とされる。この実現に向けて「地域の素材を教材化し，地域
の施設を積極的に活用したり地域の人々と直接関わって学んだりする学習活動」や、「児童の実態や発達
の段階を考慮に入れ，観察や見学，聞き取りなどの調査活動を含む具体的な体験を伴う学習やそれに基づ
く表現活動の一層の充実」５）が重要視されている。社会科において、地域に所在する博物館や資料館等の
施設」は地域教材の作成に必須なもので、今後はさらなる利活用が求められる。
　以前に学習指導要領と学社融合の変遷・動向について整理・分析を行ったが、学校と地域社会・博物館
等とを繋ぐ人材育成や仕組みづくりは途上段階であり、教員養成過程において博物館を活用した教育プラ
ンや方策を検討していくことの重要性を指摘した６）。筆者は現在、小学校教員養成課程に所属し、教員を
目指す学生に地域素材の教材化等に取り組ませているが、学生の地域社会に対する認識が希薄であること
を実感している。外池智氏は、高等学校社会科教員を目指す学生の場合として、小・中・高と段階的に身
近な社会施設や、歴史的事象・地理的事象に関わる史跡・景観を見に行くといった体験が減り、高等学校
での「社会科＝暗記科目」という認識から、結果的に「一方的教え込み」授業が再生産されていると述べ
ている７）。
　地域学習や博物館等の活用による教育的効果について、また「主体的・対話的で深い学びの実現に向け
た授業改善」や「社会に開かれた教育課程」を構想していく上で、実態の把握は不可欠である。そこで、Ａ
大学で歴史の授業を受講した学生を対象に実施したアンケート調査の整理・分析を行い、現在の課題を抽
出するとともに、今後の新たな教科指導法やカリキュラム・マネジメント構築に向けての基礎作業としたい。
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２．方法

（１）調査対象　Ａ大学Ｂ校舎の共通教育科目「教養としての歴史」及び「日本の歴史」の、2019（令和
元）年前期・後期、2020（令和２）年前期・後期の受講生（学生は全て女子）。共通教育科目のため、学
科は全学科に及び、学年は１年生から４年生までを含む。2019年度・2020年度は、旧カリキュラムから
新カリキュラムへの移行措置中であったため、旧カリキュラム生・新カリキュラム生とも含むが、アン
ケート内容は同一である８）。授業改善及び研究調査に関する目的で活用するもので、個人を評価するもの
ではない旨を伝えて実施した。アンケートのうち、未提出や未記載、回答が過少・過多であったものを除
いた有効回答者数は、2019年は501名、2020年は231名９）。Ａ大学Ｂ校舎の学生は関東地方（一都六県）
出身が多く、有効回答者の約85％を占める。

（２）調査時期　2019年４月、2019年９月、2020年４月、2020年９月。
（３）調査方法　全14回授業のうち第１回目の授業後に、manabaのアンケート機能を利用。アンケート
は、問１～問20まであるが、今回分析したのは問７～問９・問13～問16である。

（４）調査内容　
・問７　歴史（日本史や世界史）と言えば、「暗記の科目」のイメージがありますか。最も当てはまるも

のを１つ選んでください。
　１．ある　　　　　　　２．ない　　　　　　　３．どちらでもない
・問８　高校時に学んだ歴史（日本史や世界史）の授業スタイルについて、最も当てはまるものを１つ選

んでください。
　１．講義中心　　　　　２．アクティブ・ラーニング中心　　　　　３．その他
・問９　問８で選んだそれぞれ（１・２・３）について、簡単に説明をしてください。ex．１で板書中心、

プリント中心　２で討論やディベート中心、グループワーク中心、３→１と２が半々　etc
・問13　小・中・高の歴史の授業で、自分の生活している地域（主に県市町村等）の歴史について学んだ

ことがありますか。小・中・高の各時代、それぞれ１つずつ選んでください。
１．小学校時代：よく（たくさん）学んだ。
２．小学校時代：時々学んだ。
３．小学校時代：ほとんど（或いは全く）学ばなかった。
４．中学校時代：よく（たくさん）学んだ。
５．中学校時代：時々学んだ。
６．中学校時代：ほとんど（或いは全く）学ばなかった。
７．高校時代：よく（たくさん）学んだ。
８．高校時代：時々学んだ。
９．高校時代：ほとんど（或いは全く）学ばなかった。

・問14　問13で「学んだ」を選んだ人は、どのような授業だったか、簡単でもいいので小・中・高それ
ぞれ説明してください。ex.小学校の時は～、中学校の時は～。etc

・問15　小・中・高の歴史の授業で、博物館（や美術館）を活用した授業を経験（或いは体験）したこと
がありますか（修学旅行や遠足の行事を除き、普段の授業で）。小・中・高、それぞれ１つずつ
選んでください。

１．小学校時代：よく（たくさん）経験した。
２．小学校時代：時々経験した。
３．小学校時代：ほとんど（或いは全く）経験しなかった。
４．中学校時代：よく（たくさん）経験した。
５．中学校時代：時々経験した。
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６．中学校時代：ほとんど（或いは全く）経験しなかった。
７．高校時代：よく（たくさん）経験した。
８．高校時代：時々経験した。
９．高校時代：ほとんど（或いは全く）経験しなかった。

・問16　問15で「経験した」を選んだ人は、どのような経験（体験）だったか、簡単でもいいので小・中・
高それぞれ説明してください。ex.小学校の時は～、中学校の時は～。etc

３．結果と考察

　アンケート対象の学生は、小学校入学時において完全週休五日制が実施され、1998（平成10）年改訂
の学習指導要領によって「総合的な学習の時間」が導入された時期にあたる。一方的な教え込みの教育で
はなく「ゆとり」の中で「生きる力」の育成を図ることを目標とされた。「総合的な学習の時間」では、
子どもたち自ら課題を見付けて主体的に問題の解決ができるようにすることがねらいとして設定され、地
域に関わる教材や学習環境の活用等について明示された10）。同年改訂学習指導要領の社会の場合では、地
域の実態を生かして子どもたちが興味・関心をもって学習に取り組めるよう「観察や調査・見学、体験な
どの具体的な活動やそれに基づく表現活動を一層展開」し、「博物館や郷土資料館等の活用を図る」こと
が記された11）。
　アンケート対象の学生が小学校高学年から中学生にあたる頃、2008（平成20）年改訂の学習指導要領
が、小学校では2011（平成23）年度に、中学校では2012（平成24）年度に完全実施された。この改定で
は学力低下問題等により、総合的な学習の時間数が小・中学校共に大きく削減されたものの12）、小学校の
総合的な学習の時間や社会科においては、地域の素材の積極的な活用や博物館・郷土資料館等の施設の活
用を図ることが、引き続き盛り込まれた。中学校社会科の歴史的分野では、日本人の生活や文化に関して、
政治や社会・各地域の地理的条件・身近な地域の歴史とも関連付けることや、「民俗学や考古学などの成
果の活用や博物館，郷土資料館などの施設を見学・調査したりするなどして具体的に学ぶことができるよ
うにすること」と示された13）。高等学校の社会では、日本史Ａ・日本史Ｂ共に、「地域の文化遺産，博物
館や資料館の調査・見学などを取り入れるよう工夫すること」14）が記された。
　地域学習や博物館の活用が学習指導要領に示された時期に、小学校・中学校・高等学校に在籍していた
学生たちの意識や授業形態はどうであったのか。以下、問７から順番に結果を示す。
　問７のアンケート集計は、表１としてまとめた。2019（令和元）年度において歴史に暗記科目のイメー
ジが「ある」は87 .4％（438人）、「ない」は3.0％（15人）、「どちらでもない」は9.6％（48人）であり、
2020（令和２）年度では、歴史に暗記科目のイメージが「ある」は85 .7％（198人）、「ない」は4.8％（11
人）、「どちらでもない」が9.5％（22人）であった。2019年・2020年ともに、歴史は暗記科目というイメー
ジを持つ学生が85％以上、暗記ではない・どちらでもないという学生は合わせても15％未満であった。
　問８のアンケート集計は、表２としてまとめた。2019年度において高校時の歴史の授業のスタイルが

「講義中心」は95 .4％（478人）、「アクティブ・ラーニング中心」は1.8％（９人）、「その他」は2.8％（14

暗記科目のイメージ ある ない どちらでもない   計（人）

2019年度 438（87.4％） 15（3.0％） 48（9.6％） 501

2020年度 198（85.7％） 11（4.8％） 22（9.5％） 231

  計（人） 636（86.9％） 26（3.6％） 70（9.6％） 732

授業スタイル 講義中心
アクティブ

ラーニング中心
その他   計（人）

2019年度 478（95.4％） 9（1.8％） 14（2.8％） 501

2020年度 221（95.7％） 2（0.9％） 8（3.5％） 231

  計（人） 699（95.5％） 11（1.5％） 22（3.0％） 732

表１ 歴史に暗記科目のイメージがあるか（問7）

                                                                        表２ 高校時の歴史の授業スタイル（問8）

表１　歴史に暗記科目のイメージがあるか（問７）
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人）であり、2020年度では、高校時の歴史の授業のスタイルが「講義中心」は95 .7％（221人）、「アクティ
ブ・ラーニング中心」は0.9％（２人）、「その他」は3.5％（８人）であった。2019年・2020年ともに、
高校時の歴史の授業は講義中心であったという学生は約95％で、アクティブ・ラーニング中心・その他
の授業スタイルであったという学生は両者合わせて5％未満であった。
　問９については、2019・2020年度の記述を合わせ、問８の授業スタイル（①講義中心、②アクティブ・
ラーニング中心、③その他）の集計ごとにテキストマイニングによる分析を行った（樋口耕一氏が開発し
たKH corderを使用、後出のテキストマイニングによる分析も同様）。前処理の結果、①講義中心の総抽

暗記科目のイメージ ある ない どちらでもない   計（人）

2019年度 438（87.4％） 15（3.0％） 48（9.6％） 501

2020年度 198（85.7％） 11（4.8％） 22（9.5％） 231

  計（人） 636（86.9％） 26（3.6％） 70（9.6％） 732

授業スタイル 講義中心
アクティブ

ラーニング中心
その他   計（人）

2019年度 478（95.4％） 9（1.8％） 14（2.8％） 501

2020年度 221（95.7％） 2（0.9％） 8（3.5％） 231

  計（人） 699（95.5％） 11（1.5％） 22（3.0％） 732

表１ 歴史に暗記科目のイメージがあるか（問7）

                                                                        表２ 高校時の歴史の授業スタイル（問8）
 表２　高校時の歴史の授業スタイル（問８）

表３　授業スタイル説明においての頻出語（問９）

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

プリント 505 問題 9 大切 4 グループワーク 7 分野 1 プリント 9 黒板 1
板書 392 話す 9 豆知識 4 グループ 4 問題 1 授業 9 今 1
先生 169 口頭 7 読む 4 発表 4 用いる 1 先生 6 細かい 1
穴埋め 131 時間 7 面白い 4 プリント 3 連携 1 テスト 4 作成 1
授業 125 写真 7 用いる 4 教科書 2 話 1 板書 4 冊 1
説明 65 スライド 6 理解 4 授業 2 話し合う 1 グループ 3 冊子 1
教科書 60 解く 6 理系 4 世界史 2 話題 1 解説 3 時々 1
聞く 40 穴 6 話し合い 4 先生 2 考える 3 自作 1
形式 30 受ける 6 オリジナル 3 多い 2 使う 3 自分 1
講義 30 順番 6 プロジェクター 3 すべて 1 半々 3 写す 1
埋める 28 書き込み 6 暗記 3 センター 1 埋める 3 主として 1
黒板 27 単語 6 回答 3 チーム 1 グループワーク 2 取り入れる 1
世界史 25 当てる 6 覚える 3 ツール 1 テキスト 2 受ける 1
配る 25 毎回 6 学ぶ 3 テーブル 1 教科書 2 出来事 1
書く 24 歴史 6 教材 3 メイン 1 穴埋め 2 少人数 1
作る 23 グループ 5 言葉 3 意見 1 講義 2 人 1
話 23 テキスト 5 語句 3 異なる 1 説明 2 世界史 1
テスト 22 ビデオ 5 使用 3 応用 1 前 2 生徒 1
メモ 22 過去 5 思う 3 家庭科 1 単元 2 前半 1
形 22 確認 5 社会 3 科学 1 当てる 2 多い 1
見る 22 指名 5 進む 3 解説 1 聞く 2 多く 1
資料集 22 主 5 政治 3 学ぶ 1 毎回 2 大会 1
書き込む 22 少し 5 前回 3 記載 1 歴史 2 単語 1
ノート 21 詳しい 5 他 3 起こる 1 おおまか 1 担当 1
配布 20 前 5 対策 3 教師 1 その後 1 動画 1
解説 19 担当 5 大事 3 穴埋め 1 アクティブラーニング 1 特製 1
空欄 19 発言 5 提出 3 考え 1 クイズ 1 読む 1
内容 18 半々 5 討論 3 考える 1 シナリオ 1 内容 1
日本史 18 問 5 動画 3 考察 1 スライド 1 日本史 1
時々 17 問題集 5 読み上げる 3 講義 1 ページ 1 背景 1
使う 16 予習 5 描く 3 参考 1 ペア 1 配る 1
グループワーク 15 流れ 5 復習 3 使う 1 ワーク 1 問 1
行う 15 パワポ 4 勉強 3 試験 1 ワイワイ 1 問題 1
答え 15 沿う 4 両方 3 資料 1 扱う 1 予想 1
生徒 14 学校 4 その後 2 時代 1 意見 1 与える 1
映像 12 学習 4 たくさん 2 自分 1 回答 1 流れ 1
感じ 11 活用 4 アクティブラーニング 2 周り 1 楽しい 1 話 1
資料 11 基本 4 アニメ 2 出る 1 基本 1 話し合い 1
写す 11 記憶 4 キーワード 2 出来事 1 希望 1 話す 1
多い 11 考える 4 クラス 2 少し 1 起こる 1
補足 11 合わせる 4 センター 2 人 1 疑問 1
方式 11 細かい 4 ポイント 2 制作 1 協力 1
スタイル 10 作成 4 ワーク 2 相談 1 近く 1
パワーポイント 10 事前 4 遺跡 2 調べる 1 決める 1
重要 10 質問 4 一通り 2 入る 1 穴 1
進める 10 取る 4 映画 2 背景 1 見る 1
答える 10 受験 4 解答 2 発言 1 後半 1
言う 9 出す 4 楽しい 2 部分 1 交える 1
自分 9 深める 4 簡単 2 物 1 交換 1
部分 9 人 4 鑑賞 2 分かれる 1 考え 1

①　講義中心 ②　アクティブ・ラーニング中心 ③　その他

表３　授業スタイル説明においての頻出語（問９）
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出語数は3,473・異なり
語数は541、②アクティ
ブ・ラーニング中心の総
抽出語数は 95・異なり
語数は 64、③その他の
総抽出語数は157・異な
り 語 数 は 96 で あ っ た。
複合語については、「グ
ループワーク」「世界史」

「日本史」「パワーポイン
ト」「豆知識」「問題集」
の語を強制抽出し、「中
心」「授業スタイル」を
使用しない語とした。強
制抽出・使用しない語を
指定した後、頻出語を表
３としてまとめている。
①で出現した上位の150語は、「プリント」「板書」「先生」「穴埋め」「授業」「説明」「教科書」と続く。
授業形式は、プリントの穴埋めや板書が多数を占め、先生の説明や教科書を中心とした講義が主であった。

「グループワーク」「グループ」「考える」「深める」「話し合い」「アクティブラーニング」といった語も見
られることから、講義形式が中心の授業であっても、時々アクティブ・ラーニング形式の授業があったこ
とが確認できる。②で出現した上位の57語は、「グループワーク」「グループ」「発表」「プリント」と続き、
グループごとに考えや意見を話し合う形式が主体であった。③で出現した89語は「プリント」「授業」「先
生」「テスト」「板書」「グループ」と続く。プリントを使用した授業であるが、グループで考えてプリン
トの穴を埋めていくという形式もあった。
　問13のアンケート集計は、表４・グラフ１としてまとめた。小学校の場合、2019年度は地域の歴史を

「よく学んだ」「時々学んだ」は合わせて61 .7％（309人）で、「ほとんど学ばなかった」は38 .3％（192人）
であった。2020年度では、「よく学んだ」「時々学んだ」は合わせて64 .1％（148人）で、「ほとんど学ば
なかった」は35 .9％（83人）であった。小学校では、地域の歴史を学んだとする学生は、2019・2020年
度ともに60％以上であった。
　中学校の段階では、2019年度では「よく学んだ」「時々学んだ」は合わせて29 .5%（148人）、「ほとん

表４　自分の生活している地域の歴史について学んだことがあるか（問13）

2019年度 よく学んだ 時々学んだ ほとんど学ばなかった 計（⼈）

⼩学校 105 204 192 501

中学校 20 128 353 501

⾼等学校 11 40 450 501

        計（⼈） 136 372 995 1503

2020年度 よく学んだ 時々学んだ ほとんど学ばなかった 計（⼈）

⼩学校 84 64 83 231

中学校 52 9 170 231

⾼等学校 20 3 208 231

        計（⼈） 156 76 461 693

表4 ⾃分の⽣活している地域の歴史について学んだことがあるか（問13）

高等学校 2020 高等学校 2019 中学校 2020 中学校 2019 小学校 2020 小学校 2019
50146029113だん学くよ

時々学んだ 20 40 52 128 84 204
ほとんど学ばなか 208 450 170 353 83 192

231 501 231 501 231 501

高等学校 2020 高等学校 2019 中学校 2020 中学校 2019 小学校 2020 小学校 2019
よく学んだ 1.3% 2.2% 3.9% 4.0% 27.7% 21.0%
時々学んだ 8.7% 8.0% 22.5% 25.5% 36.4% 40.7%
ほとんど学ばなか 90.0% 89.8% 73.6% 70.5% 35.9% 38.3%

1 1 1 1 1 1
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35.9%

ほとんど学ばなかった
38.3%
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グラフ1 自分の生活している地域の歴史について学んだことがあるか
（問13）

グラフ１　自分の生活している地域の歴史について学んだことがあるか
　　　　　（問13）　
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ど学ばなかった」は70 .5％（353人）であった。2020年度では、「よく学んだ」「時々学んだ」は合わせて
26 .4%（61人）、「ほとんど学ばなかった」は73 .6％（170人）であった。中学校では、地域の歴史を学ん
だとする学生は、2019・2020年度ともに30％未満となり、学ばなかったとする学生は、2019・2020年度
とも70％以上となった。
　高等学校の段階では、2019年度では「よく学んだ」「時々学んだ」は合わせて10 .2%（51人）、「ほとん
ど学ばなかった」は89 .8％（450人）であった。2020年度では、「よく学んだ」「時々学んだ」は合わせて
10 .0%（23人）、「ほとんど学ばなかった」は90 .0％（208人）であった。高等学校では、地域の歴史を学
んだとする学生は、2019・2020年度ともに10％程度となり、学ばなかったとする学生は、2019・2020年

度とも90％程度となった。
　小学校においては地域の歴史
を学んだとする学生は60％を
超えたが、中学校ではその半数
程度となり、高等学校と進むと
さらに少数となる。
　問 14 のアンケート集計は、
2019・2020 年度の記述を合わ
せてテキストマイニングによる
分析を行った。前処理の結果、
総抽出語数は3,145・異なり語
数は813であった。複合語につ
いては、２回以上出現した96
語を強制抽出し、「授業」「自分」

「生活」「地域」「歴史」「学ぶ」
を使用しない語とした。強制抽
出・使用しない語を指定後、出

現した150語についてまとめたものが表5で、最小出現数5、描画する共起関係の選択を上位60の条件で
作成した共起ネットワークが図1である。但し2019・2020年度を合わせた学生数732人のうち、257人は

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

抽出語
出現
回数

小学校 196 発表 19 グループ 9 多い 7 郷土 5 関係 4 被害 4

行く 71 県 18 偉人 9 体験 7 近所 5 教える 4 樋口一葉 4

地元 65 覚える 17 学習 9 特産品 7 使用 5 形 4 富士山 4

中学校 53 行う 15 少し 9 プリント 6 市内 5 古い 4 歩く 4

高校 50 作る 15 人物 9 課題 6 時間 5 作成 4 訪れる 4

住む 50 博物館 15 図書館 9 資料館 6 社会 5 山 4 用いる 4

小学生 50 場所 14 中学生 9 出る 6 周辺 5 資料室 4 用水路 4

調べる 47 遺跡 13 内容 9 巡る 6 小学校時代 5 寺 4 話す 4

近く 34 使う 13 お話 8 触れる 6 神社 5 写真 4 たくさん 3

中学 33 社会科見学 13 今 8 地 6 全く 5 主 4 パワーポイント 3

教科書 31 資料 12 埼玉 8 地形 6 探索 5 周り 4 マップ 3

学校 30 千葉 12 思う 8 地理 6 日本史 5 城 4 運ぶ 3

人 29 有名 12 出身 8 程度 6 名産品 5 戦争 4 沿う 3

昔 29 先生 11 詳しい 8 特に 6 由来 5 前 4 横浜 3

話 29 土地 11 新聞 8 本 6 歴史博物館 5 全体 4 課外学習 3

見る 26 勉強 11 地図 8 名前 6 お茶 4 中 4 学校周辺 3

聞く 26 記憶 10 配る 8 お寺 5 クラス 4 中高 4 活躍 3

市 25 建物 10 遠足 7 グループワーク 5 レポート 4 中心 4 寛永寺 3

実際 25 校外学習 10 街 7 テキスト 5 伊能忠敬 4 町探検 4

町 23 書く 10 区 7 家 5 稲荷山古墳 4 土器 4

見学 20 説明 10 受ける 7 貝塚 5 過程 4 読む 4

古墳 20 調べ学習 10 川 7 簡単 5 感じ 4 発展 4

表５　小・中・高の授業で、自分の生活している地域の歴史を学んだとする記述の頻出語（問14）
表５　小・中・高の授業で、自分の生活している地域の歴史を学んだとする記述の頻出語（問14）

図1　共起ネットワーク図（問14）
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未記載であった。上位の語句は、「小学校」「行く」「地元」「中学校」「高校」「住む」「小学生」「調べる」
と続く。小学校を中心に住んでいる県や市町の歴史について、実際に古墳や博物館に行ったり、特産品・
偉人を調べたり、人から昔の話や説明を聞いたり、地図を使って昔と今の土地の変化を確認したりして学
んだという記述がみられる。その成果をグループで発表した、図書館で資料を集めたという記載もある。
　問15のアンケート集計は、表６・グラフ２としてまとめた。小学校の場合、2019年度は歴史の授業で
博物館を活用した授業を「よく経験した」「時々経験した」は合わせて36 .9％（185人）で、「ほとんど経
験しなかった」は63 .1％（316人）であった。2020年度では、「よく経験した」「時々経験した」は合わせ
て42 .8％（99人）で、「ほとんど経験しなかった」は57 .1％（132人）であった。小学校では、歴史の授
業で博物館を活用したとする学生は、2019・2020年度ともに40％前後で、半数以上は経験していないと
している。
　中学校の段階では、2019年度では「よく経験した」「時々経験した」は合わせて16 .2%（81人）、「ほと
んど経験しなかった」は83 .8％（420人）であった。2020年度では、「よく経験した」「時々経験した」は

合わせて15 .2%（35人）、
「ほとんど経験しなかっ
た 」 は 84 .8 ％（196 人 ）
であった。中学校では、
歴史の授業で博物館を活
用 し た と す る 学 生 は、
2019・2020 年 度 と も に
15％程度となり、活用し
なかったとする学生は、
2019・2020年度とも80％
以上に及ぶ。
　高等学校の段階では、
2019 年度では「よく経
験した」「時々経験した」
は合わせて10 .4%（52人）、「ほとんど経験しなかった」は89 .6％（449人）であった。2020年度では、「よ
く経験した」「時々経験した」は合わせて12 .5%（29人）、「ほとんど経験しなかった」は87 .4％（202人）
であった。高等学校では、歴史の授業で博物館を活用したとする学生は、2019・2020年度ともに11％前
後となり、活用しなかったとする学生は、2019・2020年度とも90％近くとなった。

表６　小・中・高の歴史の授業で博物館を活用した授業を経験したことがあるか（問15）

2019年度 よく経験した 時々経験した ほとんど経験しなかった    計（⼈）

⼩学校 41 144 316 501

中学校 6 75 420 501

⾼等学校 8 44 449 501

   計（⼈） 55 263 1185 1503

2020年度 よく経験した 時々経験した ほとんど経験しなかった    計（⼈）

⼩学校 25 74 132 231

中学校 5 30 196 231

⾼等学校 4 25 202 231

   計（⼈） 34 129 530 693

表６ ⼩・中・⾼の歴史の授業で博物館を活⽤した授業を経験したことがあるか（問14）
高等学校 2020 高等学校 2019 中学校 2020 中学校 2019 小学校 2020 小学校 2019

よく経験した 4 8 5 6 25 41
時々経験した 25 44 30 75 74 144
ほとんど経験し
なかった

202 449 196 420 132 316

231 501 231 501 231 501

高等学校 2020 高等学校 2019 中学校 2020 中学校 2019 小学校 2020 小学校 2019
よく経験した 1.7% 1.6% 2.2% 1.2% 10.8% 8.2%
時々経験した 10.8% 8.8% 13.0% 15.0% 32.0% 28.7%
ほとんど経験し
なかった

87.4% 89.6% 84.8% 83.8% 57.1% 63.1%
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1.7%

1.6%

2.2%

1.2%

10.8%

よく経験した
8.2%

10.8%

8.8%

13.0%

15.0%

32.0%

時々経験した
28.7%

87.4%

89.6%

84.8%

83.8%

57.1%

ほとんど経験しなかった
63.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高等学校 2020

高等学校 2019

中学校 2020

中学校 2019

小学校 2020

小学校 2019

グラフ２ 博物館を活用した授業を経験したことはあるか（問15）

グラフ２　博物館を活用した授業を経験したことはあるか（問15）
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　小学校においては歴史の授業で博物館を活用したとする学生は40％前後で、中学校では20％未満とな
り、高等学校では10％前後となる。
　問16のアンケート集計は、2019・2020年度の記述を合わせてテキストマイニングによる分析を行った。
前処理の結果、総抽出語数は1,845・異なり語数は540であった。複合語については、２回以上出現した
52語を強制抽出し、「歴史」「授業」「活用」「経験」「体験」を使用しない語とした。強制抽出・使用しな
い語を指定後、出現した150語についてまとめたものが表７で、最小出現数５、描画する共起関係の選択
を上位60の条件で作成した共起ネットワークが図２である。但し2019・2020年度を合わせた学生数732
人のうち、420人は未記載であった。頻出した上位の語句は、「行く」「小学校」「博物館」「高校」「見る」

「修学旅行」「中学校」と続く。小学校での博物館見学が中心で、校外学習や修学旅行、遠足、社会科見学で
博物館等へ行ったという記述がある。具体的な内容としては、遺跡見学や、昔の道具の実見や、土器や勾
玉作り等があった。また夏休みの課題や宿題として、博物館に行きレポート作成したという記述もあった。

　今回のアンケートで、2019
年度と2020年度の学生を比べ
ると、ほぼ似た傾向がみられる
が、小学校での地域学習や博物
館の活用については若干ではあ
るが差が出ている。2019年度
と比べて2020年度の学生の方
が、地域の歴史を「よく学んだ」

「時々学んだ」、博物館を活用し
た授業を「よく経験した」「時々
経験した」に関してのパーセン
テージがやや高い。ただ中学校
では逆に、2019年度と比べて
2020年度の学生の方が、地域
の歴史を「よく学んだ」「時々
学んだ」、博物館を活用した授

表７　小・中・高の授業で、博物館を活用した授業を経験したことがあるとする記述の頻出語（問16）

図２　共起ネットワーク図（問16）
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行く 142 資料館 11 思う 5 特に 4 資料 3 閲覧 2 受ける 2

小学校 106 遠足 10 施設 5 縄文時代 4 時々 3 加曽利貝塚 2 周り 2

博物館 99 課題 9 場所 5 日本 4 時間 3 夏休み 2 住む 2

高校 40 実際 9 道具 5 歴史資料館 4 自分 3 夏休み課題 2 宿題 2

見る 37 覚える 8 覚え 4 お寺 3 小学校時代 3 家政大学 2 出す 2

修学旅行 28 作る 8 記念 4 運ぶ 3 小中学校 3 科学館 2 出る 2

中学校 27 訪れる 8 京都 4 家 3 上記 3 街 2 出向く 2

学ぶ 25 レポート 7 建物 4 課外授業 3 上野 3 学芸員 2 小中 2

見学 22 沖縄 7 勾玉 4 絵 3 触る 3 学年全員 2 小中 2

行う 22 科学博物館 7 国立 4 感想 3 新聞 3 観る 2 上野 2

地元 22 学習 7 作品 4 観察 3 足 3 関連 2 上野博物館 2

美術館 22 江戸東京博物館 7 使う 4 鑑賞 3 他 3 京都奈良 2 触れる 2

近く 18 社会科見学 7 事前 4 機会 3 長崎 3 恐竜博物館 2 森 2

校外学習 17 書く 7 社会見学 4 恐竜 3 縄文 3 空襲 2 神社 2

中学 16 戦争 7 人 4 郷土資料館 3 暮らし 3 決める 2 数多い 2

遺跡 14 展示 7 生活 4 郷土博物館 3 話 3 古代歴史 2 世界史 2

学校 12 聞く 7 説明 4 原爆資料館 3 クラス 2 工場見学 2 選ぶ 2

古墳 12 土器 6 多い 4 公園 3 グループ 2 江戸時代 2 全く 2

小学生 12 美術 6 中学生 4 高校時代 3 プレゼンテーション 2 国立西洋美術館 2

昔 12 歴史博物館 6 中高 4 高校生 3 ベトナム 2 佐倉 2

地域 12 埼玉 5 調べる 4 国立博物館 3 レプリカ 2 社会 2

記憶 11 残る 5 同様 4 市 3 印象 2 主 2

表７　小・中・高の授業で、博物館を活用した授業を経験したことがあるとする記述の頻出語(問16)
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業を「よく経験した」「時々経験した」に関してのパーセンテージが低くなっている。高等学校の場合、
地域の歴史を「よく学んだ」「時々学んだ」のパーセンテージが、2019年度と比べて2020年度の学生の方
が微減し、博物館を活用した授業を「よく経験した」「時々経験した」のパーセンテージがわずかに高い。
小学校における差は、学習指導要領の実施から時間が経ち地域学習や博物館活用が進んでいった結果とも
考えられるが、そうではない可能性も考えられる。今後のアンケート結果との比較が必要となってくるで
あろう。学生の中には、小学校や中学校でのことであまり覚えていないという回答もあり、未記載数と合
わせて勘考しても、印象に残っていない学生が少なからずいると推察される。学生の記憶によっているの
であいまいな部分があるが、学年が上がるに従って、地域学習や博物館を活用した学習が減少していくの
は間違いない。
　また、歴史に暗記科目のイメージがあるとした学生は85％を超え、そうではないという学生は15％未
満であった。高等学校時の授業スタイルとして、ほとんどが講義中心の授業を受けていることも要因の一
つと考えられる。地域学習や博物館を活用した学習が10％程度であることとも符号すると思われる。
　
４．おわりに

　新学習指導要領にある小学校社会科の目標は、「社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解
決したりする活動を通して，グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の
形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す」とされ、具体的には、

「地域や我が国の国土の地理的環境，現代社会の仕組みや働き，地域や我が国の歴史や伝統と文化を通し
て社会生活について理解するとともに，様々な資料や調査活動を通して情報を適切に調べまとめる技能を
身に付けるようにする」15）と明示されている。地域学習や博物館の活用に関してのアンケート記述におい
て、「行く」「見る」「調べる」「見学」「聞く」「発表」といった語句がみられ、小学校の段階では地域に関
する調べ学習は6割程度行われているが、中学校・高等学校では大幅に減少する。また、高等学校の授業
スタイルに関してのアンケートにおいて、講義を聞く形式が大多数であり、「討論」や「話し合い」といっ
た機会はあまり無く、歴史に対して「暗記」というイメージを持つ学生が多くを占めている。
　新学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、「地域の素材を教材化し，地域の施
設を積極的に活用したり地域の人々と直接関わって学んだりする学習活動」や、「観察や見学，聞き取り
などの調査活動を含む具体的な体験を伴う学習やそれに基づく表現活動の一層の充実」16）が重要視されて
いる。しかし、現職教員であってもその多忙さから「内向き」になる（意識が学校内に閉じてしまう）傾
向があり、ましてや、実社会に出ていない学生の段階では、教員養成課程の学生であっても意識が地域社
会にまで及ばないのは当然であろう。高校まで地域の博物館等の活用経験も少なく、暗記中心の講義スタ
イルを受け続けてきた教職志望の学生に対し、どのように意識づけや指導をしていくのか、大きな課題で
ある。
　現在、筆者のゼミでは、教員養成課程の学生に対して、地域の博物館等への巡検を取り入れた活動を行っ
ている。詳細は別稿を期したいが、学生の反応は良く、今後有効な手立ての一つになると感じている。ま
たコロナ禍から、博物館自体を訪れることが難しい状況のなか、デジタル資料の開発・配信等、博物館側
も様々なオンライン用コンテンツを開発しつつある。ICTや新しい素材であるデジタル資料の活用も視野
に入れることで、地域との連携や「社会に開かれた教育課程」の可能性は格段に広がることになる。それ
らも踏まえた新たな教科指導法やカリキュラム・マネジメントの構築が、今後より一層求められることに
なろう。
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道徳教育研究についての動向分析（１）
──2000年〜2021年までのCiNiiの検索結果をもとに──

Trend analysis on moral education research (1)
: Based on CiNii search results from 2000 to 2021

児童教育学科／教職センター　走井 洋一

１．問題の所在と課題の設定

（１）問題の所在と課題の設定

　貝塚［2021：6f.］は「戦後の道徳教育には，「道徳教育論」はあったが，学問研究の自由と学問の体系
を備えた「道徳教育学」は構築されていない」と指摘している。貝塚のこの指摘に著者もまた，感覚的に
は同意できるところであるが，現実にどうであったのかについての実証的な研究を管見ながら確認できな
いことから，これを事実として受け取ってよいかは留保せざるをえない。それゆえ，本稿は，貝塚が指摘
する「道徳教育学」樹立に向けた基礎的研究として，これまでの道徳教育研究がどのように行われてきた
のかについて，2000年以降の状況を実証的に明らかにするものである。
　2000年以降に限定したのは以下の理由による。2000年12月に教育改革国民会議は報告をまとめるが，
そこで「道徳を教えることをためらわない」と提案されたことから，教科化への動きが明確に生じた１）。
ただ，実際に教科化に向けた議論が本格化するのは，2013年１月の教育再生実行会議第１次提言を待た
なければならず，特別の教科としての道徳科が施行されるのは，2017年度以降ということになる。すな
わち，2000年から2021年（調査日）までの期間は教科化以前から教科化という画期を経てその実施後に
至る変革期と位置づけることができ，道徳教育をめぐる大きな状況の変化のなかで年代による研究動向の
差異を見出しうる可能性があることが最大の理由である。
　ただ，どのように研究が行われてきたのかについての実証的な研究を行うといっても，物理的な限界か
ら，「２．研究の方法」で述べるように，本論文においてはCiNii Articles ／ Books（以下，両者をあわせ
て表記するときにはCiNiiとする）の検索結果をもとに文献のタイトルを対象としたテキストマイニング
を実施することでその傾向を見出すことを試みるにとどまらざるをえない２）。この場合，以下の制約が生
じる。第１にCiNiiに登録されている文献に限定されるという点である。例えば，CiNii Articlesには道徳
教育に関連する商業誌は掲載されていない。そのため，それらの動向を欠落させてしまうという問題が生
じる３）。また，検索キーワードにヒットした文献のみを対象とすることになるため，道徳教育に関連して
いるものの，道徳教育をキーワードとしていない文献を排除している可能性がある。第２に，CiNii Books
は大学図書館に所蔵されている書籍を対象としているという限定がある。第３に，文献のタイトルのみに
限定することから，必ずしもそれぞれの文献の内実を適切に反映しているとはいえない可能性がある。
　こうした制約があるとはいえ，研究動向を量的に把握する試みは，今後の道徳教育研究の展開を見通す
基礎的な研究としての意義があると考えられる。

（２）2000年〜2021年の道徳教育をめぐる政策動向

　先に指摘したことを含めて，2000年12月の教育改革国民会議最終報告以降の道徳教育に関わる政策動
向を示すと以下のとおりとなる。

2000年	 12月	 教育改革国民会議最終報告
		  「小学校に「道徳」，中学校に「人間科」，高校に「人生科」などの教科を設け，専門の
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教師や人生経験豊かな社会人が教えられるようにする。そこでは，死とは何か，生とは
何かを含め，人間として生きていく上での基本の型を教え，自らの人生を切り拓く高い
精神と志を持たせる。」

2002年	 ４月	 1998年告示小学校・中学校学習指導要領施行
		  「心のノート」配布開始
2007年	 １月	 教育再生会議第１次提言「社会総がかりで教育再生を～公教育再生への第一歩～」
		  「学校は，「道徳の時間」について十分な授業時間を確保し，体験的活動や心に響く教材

を取り入れる。また，地域や企業の有識者を招いた授業を実施するなど，道徳教育を形
骸化させない。」

2007年	 ６月	 教育再生会議第２次提言「社会総がかりで教育再生を～公教育再生に向けた更なる一歩
と「教育新時代」のための基盤の再構築～」

		  「徳育を教科化し，現在の「道徳の時間」よりも指導内容，教材を充実させる」
2007年	 12月	 教育再生会議第３次提言「社会総がかりで教育再生を～学校，家庭，地域，企業，団体，

メディア，行政が一体となって，全ての子供のために公教育を再生する～」
		  「徳育を「教科」（徳育を教科化するが，点数での評価はせず，専門の免許も設けない。

小学校，中学校とも学級担任が担当する。）とし，感動を与える教科書を作る」
2010年	 ４月	 2008年告示小学校・中学校学習指導要領施行
2013年	 ２月	 教育再生実行会議第1次提言「いじめの問題等への対応について」
		  「子どもが命の尊さを知り，自己肯定感を高め，他者への理解や思いやり，規範意識，

自主性や責任感などの人間性・社会性を育むよう，国は，道徳教育を充実する。そのた
め，道徳の教材を抜本的に充実するとともに，道徳の特性を踏まえた新たな枠組みによ
り教科化し，指導内容を充実し，効果的な指導方法を明確化する。」

2013年	 ６月	 いじめ防止対策推進法成立
2013年	 12月	 道徳教育の充実に関する懇談会報告「今後の道徳教育の改善・充実方策について～新し

い時代を，人としてより良く生きる力を育てるために～」
2014年	 10月	 中央教育審議会「道徳に係る教育課程の改善等について（答申）」
2015年	 ３月	 学校教育法施行規則及び学習指導要領一部改正，「特別の教科　道徳」設置
2017年	 ３月	 小学校・中学校学習指導要領改正
2018年	 ４月	 2015年一部改正小学校学習指導要領施行
2019年	 ４月	 2015年一部改正中学校学習指導要領施行
2020年	 ４月	 2017年告示小学校学習指導要領施行
2021年	 ４月	 2017年告示中学校学習指導要領施行

２. 研究の方法

（１）研究の対象

　本論文は，CiNii（https://ci.nii.ac.jp/）で以下の条件で検索した結果合致したものをTSVファイルとし
て保存し，それをxlsxファイルに変換したものを元データとした。

CiNii Articles	 フリーワード：道徳教育／出版年：2000年から
	 検索日：2021年７月８日／4616件が合致
CiNii Books	 フリーワード：道徳教育／出版年：2000年から
	 検索日：2021年７月８日／1751件が合致

　元データのタイトルと出版年を調査対象としたが，論文タイトルには学会名，特集名，懸賞論文名・区
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分名が含まれているものもあるため，それらを削除したもの４）を調査対象データとした（以下「対象デー
タ」とする。）。なお，CiNii Articlesを論文（数），CiNii Booksを著作（数）とし，両者を合わせて用い
る場合は，文献（数）とする。

（２）研究の方法

　本稿ではKH Coder 3 .Beta03を用い，調査対象データの論文・著作タイトルを対象にmecabで形態素
分析を実施した。なお，形態素分析の際，道徳教育に関連する術語５）を登録したうえ実施した。

３．分析結果		

（１）文献数の推移

 図 １　文献数の推移

　まず，著作数には未分類が含まれるが，これは教科書が該当している。
　論文数から見ていくと，2002年にいったん増加するが，これは1998年告示小学校・中学校学習指導要
領の施行時期と一致している。また，2007年〜2011年にかけて増加するが，教育再生会議提言及び2008
年告示学習指導要領の改訂・施行の時期に合致する。そして，2012年に減少するものの，教科化への直
接的な端緒をなす教育再生実行会議第１次提言が出された2013年から「特別の教科　道徳」が施行され
た2017，2018年をピークに増加し，その後減少傾向に入っている。
　一方の著作数は，2004年が特異な動きをしていることと，2017年以降微増傾向がみられるものの，お
およそ横ばいで推移している。2004年の内実を探ると，徳島県，愛知県，香川県，静岡県教育委員会・
校長会・研究会による教材，指導書，あるいは，出版社による東京都版，福井県版の副教材が相次いで刊
行されていた。これらは1998年告示学習指導要領［国立教育政策研究所 2021最終確認］において従来「魅
力的な教材の開発や活用」を求めることのみにとどまっていた記述が「先人の伝記，自然，伝統と文化，
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スポーツなどを題材とし，児童（生徒）が感動を覚えるような魅力的な教材の開発や活用」と変更された
ことに起因していると考えられる。

（２）文献タイトルの傾向性

①出現頻度上位50語

表１　出現頻度上位50語（論文・著作）
 
　論文，著作のいずれにおいても，「授業」，「実践」「指導」といった言葉が比較的多く出現していること
から，道徳の授業における指導実践についての研究が多かったことがうかがえる。一方で，それらのなか
でも検討されていると考えられるが，道徳性，道徳的心情，道徳的判断力，道徳的実践意欲と態度などの
諸概念を正面に据えた研究がそれほど行われていないこともうかがえる。学習指導要領及び解説において
一定の定義づけがなされていると，それらをさしあたっての前提として研究が進められていることが予想
される。
　著作については，副教材，教科書，指導書が割合として大きく占めているため，それらのタイトルとなっ
ている文言（「どうとく」，「生きる」，「ゆたか」等）が現れていることを指摘できる。

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
道徳教育 3258 可能 158 道徳 819 資料 43
教育 1450 中学校 158 道徳教育 369 あす 41
道徳 1242 充実 156 授業 330 学ぶ 41
授業 553 人間 156 指導 307 理論 41
実践 489 教材 154 教師 214 特別の教科 38
指導 455 教師 148 教育 211 明るい 37
研究 453 地域 145 どうとく 190 学校 36
学校 370 育てる 141 小学校 153 力 36
考察 348 検討 141 心 143 教材 35
課題 326 開発 136 中学校 107 社会 34
心 254 評価 136 研究 93 修身 34
社会 253 生徒 134 実践 90 日本 32
小学校 233 生きる 133 生きる 84 教科 29
活動 214 倫理 132 中学 78 評価 29
考える 212 特別の教科 130 考える 77 人間 26
道徳の時間 212 豊か 130 子ども 68 価値 25
育成 206 自己 129 中学生 66 創る 25
中心 206 視点 127 学習 62 展開 25
問題 206 宗教 127 自分 62 資料集 24
教科 195 学習指導要領 126 ゆたか 56 問題 24
子ども 193 方法 122 生き方 56 プログラム 23
学習 191 在り方 121 新しい 53 愛国心 23
価値 187 内容 119 道徳科 46 プラン 22
推進 179 活用 118 育てる 44 開発 22
道徳科 162 日本 117 明日 44 教科書 22

CiNii Books（著作）CiNii Articles（論文）
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②共起ネットワーク分析

図 2　共起ネットワーク（論文）
 

図３　共起ネットワーク（著作）

　論文は最小出現数60以上最大出現数1000以下，著作は最小出現数15以上最大出現数350以下を対象と
して，共起関係をJacard係数で算出し，上位60位までを共起ネットワーク図として示した。
　論文では，①授業実践，②「心」の育成，③教材開発，④体験活動，⑤道徳の時間（グループとしては
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④との関係が見出されているが，別のものととらえた），⑥地域，社会連携，⑦道徳科（グループとして
は①との関係が見出されているが，「指導」を媒介としていることから，ここで分けられると判断した，
また評価はここに含まれるものとして扱っている），⑧自己の生き方，⑨道徳教育推進教師，⑩改善・充実，
⑪戦後日本，⑫人間形成，⑬意識調査，⑭主体的・対話的で深い学び，⑮愛国心，の15グループを見出
すことができた。
　著作では，副読本，教科書，指導書に関わるグループが大半を占め，それ以外のグループとしては，①

「心」の育成，②実践理論，③人間としての生き方，④道徳科（評価を含む），⑤教材開発，⑥愛国心，⑦
終身教科書，⑧考え，議論する，の８グループを見出すことができた。また，「北海道」，「静岡」，「福井」
という地名からわかるように，地域教材も一定割合含まれることがわかる。

（３）コーディング分析

①カテゴリーの設定
　上記の検討から，文献タイトルからいくつかのグループを見出すことができた。これらのグループをも
とに仮説的にカテゴリーを設定し，それらと発行年，及び相互の関係を見出していくこととする。なお，
著作は副読本，教科書，指導書の割合が多いことから，ここからは論文のみを対象として検討していく。
　論文タイトルにおいて探索的に明らかになった15のグループをもとにカテゴリーを仮説的に設定し，
コード化した（表２）。

表２　カテゴリーと抽出語の対応表

　探索的に見出したグループから以下の点を変更してカテゴリーを設定した。
・「「心」の育成」については「育成」「育てる」など一般的にも用いる語を省いた。
・「評価」は道徳科のグループとして扱われていたが，道徳科以前も評価を行うことは学習指導要領に明

記されていたことから，別カテゴリーとした。
・「自己の生き方」は道徳科の目標として組み直した。
・探索的には見出されていない「価値・内容項目」は授業で扱うべきものであるため，目標，方法，評価

とともに検討されるべきカテゴリーであると考え，新たに設けた。
・「思想研究」，「歴史研究」，「外国研究」，「宗教研究」，「心理学研究」のカテゴリーは，本論文の問題意

識となっている理論的研究の不在を実証的に検証するために設定した（以下，これらのカテゴリーを総
称するときには理論的研究とする。）。なお，それぞれの抽出語については頻出語150位までに出現する
ものを中心に設定した。

カテゴリー 抽出語 カテゴリー 抽出語

授業実践 授業／実践／改善／⼯夫／指導
道徳科の⽬標（⾃
⼰の⽣き⽅）

⾃⼰／⼈間／⽣き⽅／在り⽅／⾒つめる／みつ
める／多⾯／多⾓

「⼼」の育成 ⼼／豊か／ゆたか 価値・内容項⽬ 価値／内容／項⽬／規範

教材開発 活⽤／開発／教材／感動／響く 思想研究 哲学／倫理／思想／カント／理論

体験活動 体験 歴史研究 歴史／史的／修⾝／近代／戦後

道徳の時間 道徳の時間 外国研究 外国／フランス／アメリカ／中国／韓国

地域，社会連携 家庭／地域／連携／社会 宗教研究 宗教／仏教／キリスト教

道徳科 道徳科／教科／教科化／特別の教科 ⼼理学研究
⼼理／⼼理学／コールバーグ／ジレンマ／ピア
ジェ／発達

評価 評価
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②カテゴリーと発行年との関係

図４　カテゴリーと発行年のクロス集計にもとづくヒートマップ

　カテゴリーと発行年のクロス集計を行い，各カテゴリーの出現割合にもとづいてヒートマップで表し
た。「授業実践」に関して，論文数そのものが多くなっていた2016〜2018年に出現割合も増加しているが，
一貫して出現しているので，継続的に研究が行われていることがわかる。また，「道徳の時間」は2010年
をピークとして減少していき，それに入れ替わり「道徳科」が2015年学習指導要領一部改正の後から増
えているが，当然の結果だろう。また，「評価」についても「道徳科」と同様の傾向にある。道徳科以前
も評価することは学習指導要領上求められていたわけであるから，評価に関する研究が継続的に行われて
いてもいいはずだが，教科化に伴って指導要録に記載する必要が生じたというニーズに応じて取り組まれ
たことがうかがえる。その他は発行年ごとの違いを出せるものの，大きな特徴を指摘できるほどのものは
ないといってよい。
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③カテゴリー間の関係

図５　共起ネットワーク（カテゴリー間）

　カテゴリー（の抽出語）を対象として，カテゴリー間の共起関係をJacard係数で算出し，上位40位ま
でを共起ネットワーク図で示した。ここからうかがえるのは，「授業実践」を中核として，「道徳科」，「価
値・内容項目」，「評価」とが関係していること，また，「教材開発」，「地域，社会連携」などは，相対的
に「道徳の時間」との関係が強いこと，「思想研究」と「心理学研究」には一定の関係を見出すことがで
きるが，それらと「授業実践」等との関係は弱いこと，同じ理論的研究のなかでも，「思想研究」，「心理
学研究」が「歴史研究」，「外国研究」との関係を見出せないこと，などが明らかになった。

４．まとめ

　文献タイトルのみを対象とした研究動向分析であるという制限があることを留保したうえで，ここまで
の検討を踏まえていくつかの点を指摘しておきたい。
　第１に，授業実践研究が道徳教育研究の中核を占めつつ持続的に行われてきていることを指摘できる。
教科化前も後も研究の中心を占めることはごく当然であるといってよいだろう。
　しかし，第２に，本論文の問題意識は，｢道徳教育論｣ はあるが，「道徳教育学」は確立されていないこ
とを実証することにあったのだが，授業実践研究が「道徳教育論」であると断定することはできないもの
の，少なくとも，道徳教育に関する様々な理論的研究と関連させつつ，授業実践研究が行われているとは
いいがたい状況，すなわち，理論的研究を授業実践へと展開したり，授業実践を理論的に検証したりする
ことが少ない状況にあることがうかがえる。授業実践と道徳教育に関する理論的研究が必ずしも関連する
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ことがないまま実施されている可能性は否定できない。
　ただ，第３に，それは授業実践研究が理論的研究を参照していないということだけではなく，理論的研
究そのものがそれほど行われていないことにも起因すると考えられる。確かに理論的研究が継続的に行わ
れていることはコーディング分析によって明らかになったものの，散発的で絶対数が少ないために今回用
いた指標での探索的な分析ではグループを見出すに至らなかった。何をもって「道徳教育学」というのか
自体が検討の課題となりうるが，少なくともそうした独立した学が構成され，地道に研究が行われてきた
とは言いがたい現状があることを指摘できるだろう。
　そして，最後に，道徳教育に関する研究そのものが減少傾向にあるということが指摘できる。2020年
はコロナ禍という特殊な状況下にあったこと，2021年もまたそれが継続するとともに本稿では途中まで
を対象としていることといった制約があるが，それでも2019年から道徳教育に関する論文が減少傾向に
あると指摘しても当は失していまい。「道徳教育学」の構築に至る前に，「教科化バブル」がはじけたとい
うのが正直なところではないだろうか。

５．今後の課題

　以下では今後の課題をいくつか指摘しておく。
　道徳教育に関する量的な研究についての先行研究がなく，例えば，日本道徳教育学会等の特定の学会に
おける文献サーベイを丁寧に行い分類するなどの試みも考えられる。ただ，本稿は「道徳教育学」の構築
に向けた予備的研究であることと物理的限界からこのような手法で取り組んだ。今回の調査手法そのもの
の妥当性の検討を含め，より広範な実証的な研究は必要であろう。
　また「道徳教育学」の構築に向けての検討は別稿に譲りたいと思うが，それでも，それを基礎支えする
研究の広がりが十分とはいえない現状では，そうした検討そのものが画餅に帰するという懸念を禁じえな
い。どのように研究の裾野を広げることができるのかについても別途検討を要する課題であろう。

注

１）調査始期をいつにするのかもまた，こうした調査研究においては重要な論点となる。例えば，1989
年告示学習指導要領は「生命に対する畏敬の念」の導入，内容項目の重点化等，道徳の時間の在り方
を大きく変更したものであったといってよいがその前後にどのような変化があったのか，また，「「新
しい時代を拓く心を育てるために」─次世代を育てる心を失う危機─」（1998年６月30日）がいわゆ
る「心の教育」というタームを文教政策の用語として明示し，「道徳教育を見直し、よりよいものに
していこう－道徳の時間を有効に生かそう」と道徳教育と道徳の時間の見直しを提案したことが研究
動向にどのような影響を与えたのか，等も考えられる。ただ，本稿においては道徳の教科化という政
策動向と研究動向の関係を探ることに焦点化することから2000年以降とした。

２）CiNiiではなく国立国会図書館の検索結果を対象とすることも考えられるが，第１にCiNiiでは論文と
書籍を別に検索することが可能であること，第２にデータの入手性がCiNiiの方が簡便であること（検
索結果のテキスト保存についてCiNiiが200件単位であるのに対して，国立国会図書館は50件単位）
から，本論文ではCiNiiを利用することとした。

３）道徳教育に関する商業誌が除外されると，商業的ニーズからなされている数多くの授業実践開発・提
案を欠落する可能性がある。本稿においてみられたように，それらが理論研究との関係が希薄である
のか否かについては改めて検討することとしたい。

４）sedを用いて正規表現で以下に合致するものを削除した（／は区切り）。
	 ([^(]*特集[^)]*) ／ ([^(]*シンポジウム [^)]*) ／ ([^)]*年度.季)*) ／ ([^(]*学会[^)]*) ／ ([^(]*大会[^)]*) ／ .+部 

[佳作最優秀賞・]+
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５）道徳教育に関する術語としては以下のものを用いた（／は区切り）。
	 心のノート／教育再生実行会議／教育再生会議／教育改革国民会議／考え議論する／道徳の時間／考

え、議論する／道徳教育／道徳科／特別の教科／特別活動／道徳教育推進教師／学習指導要領／総合
単元／総合的な学習／道徳性／道徳的実践力／道徳的心情／道徳的判断力／道徳的実践意欲／実践力
／判断力／情報モラル／高等学校／しょうがく／どうとく／指導書
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プラスチックの密度測定実験
―PETボトルを構成する部材の分別方法を考える―

Density assessment of plastics, considering how we can separate 
three different PET bottle materials

服飾美術学科　大井 龍

１．はじめに

　日本国内でのPETボトルのリサイクル率は85%（2017年）であり、同年の米国の21%、欧州の42%に
比べて高い水準に達している。日本のリサイクル率が高いのはPETボトル関係業界が自主設計ガイドラ
インを制定し、リサイクルしやすいPETボトルづくりに努めてきた結果と言われている。自主設計ガイ
ドラインには「ボトルは無色透明とする。アルミキャップは使用しない。ラベル・印刷については、物理
的に剥離でき、再生処理時に比重または風選分離で分離でき、接着剤・インキ等がボトルに残らないこと。
ガラス玉・パッキンを使用する場合は、飲用後の取り外し方をラベルに明示する。」等がある１）。
　ミネラルウォーターやお茶などの清涼飲料のPETボトルは基本的に３つの異なるプラスチック素材で
出来ている２）。PETボトル本体はポリエチレンテレフタレート（PET）であるが、キャップはポリプロ
ピレン（PP）やポリエチレン（PE）である。ラベルは、印刷用インクとの相性が良いことからポリスチ
レン（PS）のシュリンクフィルムが多く使われてきたが、近年は、PSより密度が小さく分別しやすいPP
やPE製のものもある。
　PETボトルのリサイクルにおいて、PETとそれ以外の素材を分別する方法として密度（比重）の違いを
利用している。回収したPETボトルは洗浄後、細かく粉砕して水の中に入れると、水（密度：1.0g／cm3）
より重いPET（密度：1.38～1 .39g／cm3）は沈み、軽いPP（密度：0.90～0 .91g／cm3）やPE（密度：
0.91～0 .97g／cm3）３）は浮かぶ。水に沈んだPETは分別回収されてリサイクル工程に回る４）。
　ところで、プラスチックや繊維などの物質の密度を測定する方法として、密度の異なる二種類の溶液（重
液および軽液）を混ぜ合わせることで密度を調整し、その混合溶液に入れた物質が浮かぶか沈むかによっ
て密度を測定する方法が知られている。例えば、繊維学実験の教科書では、JIS L 1013および1015を参
考に、密度こうばい管を使って綿や絹、ナイロンやポリエステル等の繊維の密度を測定する方法が紹介さ
れている５）。重液として四塩化炭素、軽液としてキシレンなどが使用される。また、食塩水を使ってプラ
スチックの密度を評価している報告もある６）７）。ここでは重液として水（密度：1.0g／cm3）、軽液とし
てエタノール（密度：0.79g／cm3）を用いることで、簡便にPETボトルのキャップとラベルの密度を算
出し、その部材のプラスチック素材を推定する実験方法を具体的に紹介する。物質の密度に対する考え方
や計算方法を理解し、更に密度の違いを利用した実用的なPETボトルのリサイクル方法を紹介すること
で環境問題についても学生に考えさせることを目的とする。

２．実験

　本実験は、PETボトルの３種の部材（本体、キャップ、ラベル）を切り出し、準備したビーカーの中
に入れた後、水（重液）を加える。その時に浮かぶものと沈むものを確認する。ゆっくり撹拌しながら、
エタノール（軽液）を加えることで、混合溶液の密度を徐々に小さくしていく。浮かんでいた部材が沈ん
だ時に、最初に加えた水の重量と後から加えたエタノールの重量の比率から、その部材の密度を算出する。
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【試料の準備】
　PETボトル（※注１）の3種の部材（本体、キャップ、ラベル）をそれぞれ１cm×１cm程度の大き
さに切り出す（図１）。

※注１：キャップとラベルの素材については明確な記載がない場合が多い。事前に、キャップとラベルが
水に浮くかどうか確かめておくのが良い。

図１．PETボトルから切り出した3つの部材

【準備する溶液及び器具】
　蒸留水（約30g）、100%エタノール（約50g）
　ビーカー（100mL）、回転子、マグネチックスターラー、ピンセット、ハサミ、デジタル式上皿はかり

【実験方法】（図２参照）
１．切り出した３種類のプラスチック素材と回転子を入れた100mLのビーカーの重さをデジタル式上皿

はかりで精秤し、その数字を控える（ａ）。
２．そのビーカーに蒸留水約30mLを加えて、デジタル式上皿はかりで精秤し、その数字を控える（ｂ）（※

注２）。
３．ビーカーはマグネチックスターラーの上に置いてゆっくり撹拌した後、一旦撹拌を止めて浮いている

ものと沈んでいるものを確認する（※注３）。
４．撹拌しながら少しずつエタノールを加えていく。時々撹拌を止めて確認し、浮いていた１番目の部材

が沈んだ時のビーカー全体の重さを精秤し、その数字を控える（ｃ）（※注４）。
５．更に、少しずつエタノールを加えていく。同様に、時々撹拌を止めて確認し、浮いていた２番目の部

材が沈んだ時のビーカー全体の重さを精秤し、その数字を控える（ｄ）（※注５）。

※注２：加えた水の重量＝ｂ－ａ。
※注３：水の中のプラスチック部材を観察し、小さな空気（バブル）を含んでいると正しい結果が得られ

ないため、ピンセットを使って水中の素材をつかんで振ってやることで抜く。また、表面張力の
ため、本来沈むべき部材が浮いてくることもあるので撹拌してみる。キャップとラベルが浮い
て、本体が沈んでいる。プラスチック表面が水をはじいている場合は、薄めた洗剤を一滴加える

【試料の準備】 

PET ボトル（※注 1）の 3種の部材（本体、キャップ、ラベル）をそれぞれ 1cm x 1cm 程度の大きさに

切り出す（図 1）。 

 

※注 1：キャップとラベルの素材については明確な記載がない場合が多い。事前に、キャップとラベルが

水に浮くかどうか確かめておくのが良い。 

 

 

図 1. PET ボトルから切り出した 3つの部材 

 

【準備する溶液及び器具】 

蒸留水（約 30g）、100%エタノール（約 50g） 

ビーカー（100mL）、回転子、マグネチックスターラー、ピンセット、ハサミ、デジタル式上皿はかり、 

 

【実験方法】（図 2 参照） 

1. 切り出した 3種類のプラスチック素材と回転子を入れた 100mL のビーカーの重さをデジタル式上皿

はかりで精秤し、その数字を控える（a）。 

2. そのビーカーに蒸留水約 30mL を加えて、デジタル式上皿はかりで精秤し、その数字を控える（b）

（※注 2）。 

3. ビーカーはマグネチックスターラーの上に置いてゆっくり撹拌した後、一旦撹拌を止めて浮いてい

るものと沈んでいるものを確認する（※注 3）。 

4. 撹拌しながら少しずつエタノールを加えていく。時々撹拌を止めて確認し、浮いていた 1番目の部

材が沈んだ時のビーカー全体の重さを精秤し、その数字を控える（c）（※注 4）。 

5. 更に、少しずつエタノールを加えていく。同様に、時々撹拌を止めて確認し、浮いていた 2 番目の

部材が沈んだ時のビーカー全体の重さを精秤し、その数字を控える（d）（※注 5）。 

 

※注 2：加えた水の重量= b-a。 

※注 3：水の中のプラスチック部材を観察し、小さな空気（バブル）を含んでいると正確なデータが得ら

れないため、ピンセットを使って水中の素材をつかんで振ってやることで抜く。また、表面張力のため、

本来沈むべき部材が浮いてくることもあるので撹拌してみる。キャップとラベルが浮いて、本体が沈んで
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こともできる。
※注４：いったん沈んだように見えても、しばらくすると浮いてくることがあるので、撹拌したり止めた

りしながら完全に混合させ均一溶液にしてから確認する。１番目の部材が沈んだ時までに加えた
エタノールの重量＝ｃ－ｂ。

※注５：２番目の部材が沈んだ時までに加えたエタノール（総量）の重量＝ｄ－ｂ。

図２．実験のフローチャート

【結果】
　実験における各部材の浮沈状態を図３に示す。最初水中では、PETボトル本体の部材が沈み、ラベル
部材とキャップ部材が浮いた（①）。エタノールを加えていくと、最初にラベル部材が沈み（②）、更に加
えるとキャップ部材が沈んだ（③）。

図３．実験の観察

　実験で得られた測定データ（ａ～ｄ）（図４）から、対応する水／エタノール溶液中のエタノール重量
比率wt%（z1及びz2）を計算した（表１）。

いる。プラスチック表面が水をはじいている場合は、薄めた洗剤を一滴加えることもできる。 

※注 4：いったん沈んだように見えても、しばらくすると浮いてくることがあるので、撹拌したり止めた

りしながら完全に混合させ均一溶液にしてから確認する。1 番目の部材が沈んだ時までに加えたエタノー

ルの重量= c-b。 

※注 5：2 番目の部材が沈んだ時までに加えたエタノール（総量）の重量= d-b。 
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図 2. 実験のフローチャート 
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るとキャップ部材が沈んだ（③）。 

 

 

図 3. 実験の観察 
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図４．各ポイントでの重量測定

表１．測定データのまとめ
プラスチック素材の密度計算に必
要な計算項目 計算式 計算値 備考

最初に加えた水の重量（g） x＝b－a 27 .5g 水中では、ボトル本体が沈み、キャッ
プとラベルは浮いた

1番目の部材が沈んだ時までに加え
られたエタノールの総重量（g） y1＝c－b 13 .7g エタノールを入れていくとラベルが沈

んだ

2番目の部材が沈んだ時までに加え
られたエタノールの総重量（g） y2＝d－b 26 .2g 更にエタノールを加えるとキャップが

沈んだ

1番目の部材が沈んだ時のエタノー
ル重量比率（wt%） z1＝ y1

x＋y1 ×100 33 .3wt% 図５から１番目に沈んだ部材の密度を
読み取る

2番目の部材が沈んだ時のエタノー
ル重量比率（wt%） z2＝ y2

y＋y2 ×100 48 .8wt% 図５から２番目に沈んだ部材の密度を
読み取る

　次に、水／エタノール溶液の密度曲線（図５）８）から、１番目の部材（ラベル）が沈んだ時と、２番目
の部材（キャップ）が沈んだ時の溶液密度を読み取った。これらの溶液密度がそれぞれ沈んだ部材の密度
に相当する。読み取った密度と各プラスチック素材の密度の文献値を比較して、ラベル素材はPE、キャッ
プ素材はPPと推察される（表２）。

表２．各部材の密度計算結果

各プラスチック部材 素材 密度（読取値）
g／cm3

密度（文献値）３）

g／cm3

ボトル本体 PET － 1.38～1 .39

ラベル PE 0 .951 0 .91～0 .97

キャップ PP 0 .919 0 .90～0 .91

実験で得られた測定データ（a～d）（図 4）から、対応する水／エタノール溶液中のエタノール重量比率

wt%（z1 及び z2）を計算した（表 1）。 
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図５．水／エタノール溶液の密度曲線（15℃）８）

【考察】
　・PETボトルの部材にはどんなプラスチック素材が使われているか調べてみよう。
　・PETボトルの部材が違ったプラスチック素材で出来ているのはなぜだろうか。
　・PETボトルのリサイクル工程について調べ、我々個人ができることについて考えてみよう。

３．まとめ

　このようにPETボトルに使われているプラスチック部材の密度が0.79〜1 .00g／cm3の範囲であれば、
水／エタノール混合溶液系で密度が測定できる。本実験では、PET（1.38〜1 .39g／cm3）とPP（0.90
〜0 .91g／cm3）については銘柄の違いによって密度は大きく変わらないが、PEは製造方法や重合触媒に
よって、低密度ポリエチレン（LDPE）、直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）、中密度ポリエチレン

（MDPE）、高密度ポリエチレン（HDPE）等があり、密度は0.91〜0 .97g／cm3 と大きく変化するため、
PPとの違いが分かりにくい３）。いずれにせよ、PP、PEは共に密度が水より小さいため、水中でPETと
の分離が可能である。一方、ラベルに多く使われているPS素材は、密度が1.04〜1 .07g／cm3、と水の
密度より大きいためPETとの分離が難しい。水に塩を加えることで密度を大きくしPS素材を水に浮かせ
る方法や風によって分離する方法が使われている９）。
　昨今、二酸化炭素の排出や海洋プラスチックごみ問題などの環境問題が注視されている中で、3R（リ
デュース、リユース、リサイクル）の重要性が高まっている。PETはケミカルリサイクル技術やマテリ
アルリサイクル技術を使って、元の製品と同等あるいは付加価値の高い製品に生まれ変わらせるアップサ
イクル技術が注目され始めている 10）。例えば、再生PETから作られたPETボトルや衣料用ポリエステル
繊維11）などである。国内ではPETボトルのリサイクルが普及してきたが、まだコスト面や効率面で課題
がある。PETボトルのリサイクル工程のビデオ４）を見せることで、その大変さが理解できる。PETボト
ルのリサイクルにおける一番大きな課題は、PET以外の部材を効率よく確実に分離することである。
PET以外のプラスチックの混合比率が少ないことも重要である。本来、全ての部材が同じPETでできて
いれば簡単だが、キャップとラベルは違う素材を使わざるを得ない。即ち、PETは元来硬い素材のため

実験で得られた測定データ（a～d）（図 4）から、対応する水／エタノール溶液中のエタノール重量比率
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キャップに使うとうまくシールできずに中身が漏れてしまう。そのため、柔らかくて密封可能なPPやPE
が適している。また、ラベルはPETでも作ることはできるが、着色しているとリサイクル工程から取り
除く必要がある。リサイクルを意識したPETボトルデザインとしては、PET以外の素材は軽いPPに統一
するなどの規格設定が行われるべきであろう。最近では、PSに代わる軽いラベル素材が開発されたり 12）、
ラベルを使わないPETボトルの市場投入なども始まっている 13）。更に我々消費者の環境意識として、
PETボトルを廃棄するときは、ボトル内を水洗いした後に、キャップとラベルを剥がして分別回収を徹
底するなどの行動が必要である14）。本実験を通じて学生がより環境意識を高め、サステナブルな社会に貢
献することを期待している。
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校則の見直しを行うために必要な視点と課題

A viewpoint and problem to perform a review of school regulations

環境教育学科　二川 正浩

１．問題の所在と研究の目的

　生徒指導提要では、校則を「学校が教育目的を実現していく過程において、児童生徒が遵守すべき学習
上、生活上の規律」と定義しているが１）、その校則をめぐっては、2017年10月に大阪の府立高等学校の
３年生がおこした裁判２）をきっかけに、合理的な範囲を逸脱している校則、いわゆるブラック校則の問
題が広く社会に認知されることになった。また、その後に教育関係者らの有志が発足させた「ブラック校
則をなくそう！ プロジェクト」が行った校則の見直しを求める署名活動やマスコミによる校則への問題
提起などにより、合理的な説明ができない校則の見直しを求める世論も高まった３）。
　そのような風潮を受けて、熊本市ではいち早く2020年度から校則・生徒指導のあり方の見直しを進め、
市立学校における校則の見直しを2021年度から実施することを決定した４）。また、文部科学省において
も2021年６月に教育委員会や学校の設置者等に「校則の見直し等に関する取組事例」を事務連絡して、「昨
今の報道等においては、学校における校則の内容や校則に基づく指導に関し、一部の事案において、必要
かつ合理的な範囲を逸脱しているのではないかといった旨の指摘」がなされていることを踏まえて、校則
の見直し等に取り組むことを求めた５）。なお、「生徒指導提要」の改訂に向けて2021年７月７日に開かれ
た有識者会議の初会合でも、出席者から合理的な範囲を逸脱している校則の見直しを促進させるべきだと
の指摘がなされた。
　このように、合理的な範囲を逸脱している校則の問題が社会に広く認知されてから約３年半後、校則の
見直しを各学校が行うことが求められる情勢となったが、本稿では大学生に対して以下の調査を行い、そ
の見直しを行うための視点と課題について考察していきたいと考える。　
・必要がないと思った校則と校則に関する指導の状況
・校則の見直しを話し合った経験と見直しを話し合う機会や場の必要性に関する意識
・校則を見直すための手順の問題点と見直しへの参加に関する意識
・服装、頭髪、化粧に関連する校則の必要性に関する意識
　なお、調査は事前に成績には反映されないこと、また個人情報の取扱いについて周知したうえで、2021
年７月に都内の私立女子大学において教職課程を履修中の大学３年生79名を対象に実施した。

２．必要がないと思った校則と校則に関する指導の状況

（１）必要がないと思った校則

　調査を行った大学生の多くは、いわゆるブラック校則の問題が広く社会に認知され始めた2017年から
2018年頃に高等学校に在籍していたが、その大学生のうちで必要がないと思った校則が「あった」と回
答した人数と割合は、小学校12名（15 .2％）、中学校55名（69 .6％）、そして高等学校48名（60 .8％）であっ
た。
　その具体的な校則としては、小学校では以下のように文房具に関する校則が９名と最も多かった。その
内、最も回答が多かったシャープペンシルについては、鉛筆による硬筆の指導という合理性を大学の授業
で説明しているが、その説明に納得しない大学生は少なくない。
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（文房具に関するきまり）（９名）
・シャープペンシルの使用禁止（４名）　・箱形の筆箱でなければいけないこと（２名）
・キャラクターの鉛筆、ペンケースの使用禁止（１名）　・色ペンは３色まで（１名）　
・ボールペンの使用禁止（１名）

（その他）
・寒い日でもほとんどが半ズボンで過ごすというきまり（１名）　・帽子に名前を書くこと（１名）
・ハンドクリームやリップクリームの持参は、連絡帳で連絡して担任の承認が必要（１名）

　また、中学校と高等学校では、回答の多かった順に校則を並べると以下のようになり、靴下と頭髪に関
する校則がその多くを占めた。特に中学校では靴下の色や髪の長さ髪型の指定など、「中学生にふさわし
く、清潔感がある服装や髪型」と一般的に説明される校則への不満が多く見られた。
　それに対して高等学校では、あったと回答した人数も若干少なく、必要がないと思った校則も中学校よ
り分散しているが、髪留めゴムの色の指定やセーターやカーディガンの着用規定、化粧の禁止など、個性
や自由、おしゃれに関する校則への不満が中学校よりも多く見られた。

校則 中学校（55／79名） 高等学校（48／79名）

靴下（40）

・色は白（17）
・くるぶしソックスの禁止（７）
・長さの制限（２）
・ラインやワンポイントの制限（２）　　

・色の指定（４）
・くるぶしソックスの禁止（２）
・ラインやワンポイントの制限（２）
・靴下の指定（２）　・長さの制限（１）
・ラインやワンポイントの禁止（１）

頭髪等（32）

・髪の長さや髪型（13）
　※前髪は眉上、肩より長いと結ぶ（各３）
・染色の禁止（１）　・地毛証明（１）
・髪留めゴムの色の指定（１）

・髪の長さや髪型（７）　※前髪は眉上（３）
・髪留めゴムの色の指定（５）
・地毛が茶色でも黒染めをする（２）
・染色の禁止（１）　・地毛証明（１）

下着等（９） ・下着は白（６）　　
・ストキングは肌色のみ（１）

・派手な下着は禁止（１）
・冬のタイツのデニール規定（１）

セーター等（９）

・セーターで廊下に出ることが禁止（１）
・セーターを着るならブレザーを着用（１）

・セーターを着るならブレザーを着用（２）
・セーターやカーディガンの色指定（２）
・カーディガンの指定（１）
・カーディガンの着用禁止（１）
・トレーナーはワンポイントのみ（１）

鞄（９）
・鞄の指定（２）　・リュック禁止（１）
・カバンにキーホルダーは一つ（１）
・一年時のリュックは黒（１）

・鞄（スクールバック）の指定（３）
・リュック禁止（１）

靴（８） ・色は白色（５）　　・靴の指定（３）
スカート（７） ・スカートの丈は膝下（３） ・スカートの丈は膝下（４）

化粧等（６）
・眉毛の手入れの禁止（３）
・化粧の禁止（１）　・アイプチの禁止（１）
・色つきのリップクリームの使用禁止（１）

・化粧の禁止（５）
・眉毛の手入れの禁止（１）

制服の着用（５） ・ジャージ登校の禁止（２）
・ズボンの着用禁止（１）

・制服以外での登下校禁止（１）
・ジャージ登校の禁止（１）
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携帯・スマホ（４）
・携帯電話の持ち込み禁止（１） ・校内での使用の禁止（２）

・携帯電話の持ち込み禁止（１）
・携帯電話の使用は登下校を含めて禁止（１）　

シャツ（１） ・ワイシャツの第１ボタンを留める（１）
ブレザー（１） ・冬季は教室の外でブレザー着用（１）
膝掛け（１） ・膝掛けの禁止（１）

その他

・傘立ての使用禁止（２）　
・自転車通学の禁止（１）
・置き勉禁止（１）
・保護者同伴であっても制服のままコンビ

ニやレストランに行ってはいけない（１）

※（　）の数字は人数で、下線部は５名以上の回答があった校則

　このように、あったと回答した割合は高等学校に限ると60 .8％となるが、一方で39 .2％は校則に不満
を持っていかなったとも言える。また、通称「黒染め裁判」の争点となった「地毛が茶色でも黒染めをす
る」をあげた大学生は２名であった。しかしながら、判決では華美な頭髪を制限することで生徒に学習や
運動に注力させ、非行防止につなげるという目的などから適法と判断されており、その判決を踏まえると
黒染めを含めて大学生があげた上記の校則は全て合理的な範囲を逸脱しているとは言い難い。
　ただし、中学校と高等学校では半数以上の大学生が「あった」と回答している現状、そして個性や自由、
おしゃれを規制する校則への不満が多いという調査結果からは、学校段階や学校の状況にもよるが、勉学
に集中させることや非行防止などの観点に基づく合理性を児童生徒に納得させるために根気強く、より説
得性をもって指導を行う必要がある。

（２）校則に関する指導の状況

　文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例」では、生徒指導提要から引用して「教員がいたずらに
規則にとらわれて、規則を守らせることのみの指導になっていないか注意を払う必要」があると述べてい
る。その内容を受けて、そのような指導が行われていたかどうかについて調査したが、その結果は以下の
通りである。

グラフ１　規則にとらわれて、規則を守らせることのみの指導が行われていたと感じた割合

　このように、そのような指導が行われていた、やや行われていたと感じた大学生の割合は小学校
21 .5％、中学校74 .7％、高等学校64 .6％となっており、最も多かった中学校では小学校にくらべて回答
者が約3.5倍となっている。この点については、必要性がないと思った校則についても小学校と中学校と
では回答数に乖離があり、校則の見直しにおいては中１ギャップの問題も踏まえて小学校と中学校との整
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合性が求められる。
　また、小学校で４名、中学校で15名、そして高等学校で19名の大学生が納得できなかった指導があっ
たと回答している。以下はそのうちの高等学校での事例であるが、理由を集約すると指導の公平感や一貫
性の欠如、個人情報や人権に関わる指導方法の問題、指導方法自体の問題、合理性のない校則の強要の４
つに分類される。

（指導の公平感や一貫性の欠如）
・私の学年のみ、セーターを肩や腰に巻いていると没収された。
・男女一緒に下校すると指導を受けるが、交際している生徒がいても黙認する教師とそうでない教師

がいる。
・カーディガンの色で、先生によって異なる指導をしていたこと。
・ピアスを付けていて怒られる人と怒られない人がいて、不平等な指導がされていた。
・校則には黒の髪留めと記載されていたので、黒のプラスティック製の髪留めを使用していたとこ

ろ、黒のゴムにしなさいと注意されたので、生徒手帳をもってこれは黒の髪留めですと反論したと
ころ、次の年から黒のゴムのみと変わっていた。

（個人情報や人権に関わる指導方法の問題）
・SNSツール使用の発覚による校内放送での呼び出し。今は普及しているラインやラインでのクラ

スグループ作成も望ましくないと言われていた。
・ツーブロックの髪型をした人は指導され次第、即時髪の毛を切り、髪型をかえなければならない。
・水泳をしているため炎暑で髪の毛が茶色くなっている男子を信じずに生活指導の先生が叱っていた

こと。
（指導方法自体の問題）
・球技大会や体育祭の時もスマートフォンが許されず、スマホチェック係の先生が二人組で各クラス

をわざわざ見回りに来たときは厳しすぎると感じた。その見回りで捕まる子は多く、反省文を書か
されていました。

・メイクの確認を昇降口で行い、発覚次第、その場でそれを落とすこと。
・ルールを守るために、生徒に個性は必要ないという指導。
・セーターやカーディガン、トレーナーの上にブレザーを着ていなかった場合、没収されて卒業まで

返却されなかった。
・頭髪検査において、ドライヤーで髪が傷んで筋が出ているなど、染めた髪以外の指導をしていた。

（合理性のない校則の強要）
・地毛も含めて髪色が黒でなければ、美容室での黒染めを求められる。

　それらの記述は卒業後も心に残り続けた負の記憶と言えるが、回答の多かった中学校と高等学校の教員
は「児童生徒の内面的な自覚を促し、校則を自分のものとしてとらえ、自主的に守るように指導を行って
いくことが重要」であることを認識して、校則に関する指導を行う必要がある。
　なお、あわせて調査した「校則等をめぐる問題で学校に行きたくないと思った」ことがあるかについて
は、８名（小学校の時が２名、中学校の時が５名、そして高等学校の時が３名）の大学生があると回答し
た６）。実際に不登校になったと回答した大学生はいなかったものの、「規則にとらわれて、規則を守らせ
ることのみの指導」ではなく「一人一人の児童生徒に応じて適切な指導を行う」ことの重要性も教員は認
識する必要がある。



119

教職センター年報　第12号

３．校則の見直しを話し合った経験と見直しを話し合う機会や場の必要性に関する意識

（１）校則の見直しを話し合った経験

　文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例」では、生徒指導提要より引用して、校則の内容の見直
しについて「児童生徒が話し合う機会を設けたり、PTAにアンケートをしたりするなど、児童生徒や保
護者が何らかの形で参加する例もある」と述べている。その内容を受けて「校則の見直しについて話し合
う機会や場があったか」について調査したが、その結果は以下の通りである。

・小学校７名（学級活動１名、児童会活動４名、投書箱１名、アンケート１名）
・中学校37名（学級活動３名、生徒会活動29名、投書箱10名、アンケート 12名、その他１名）
・高等学校47名（ホームルーム活動４名、生徒会活動42名、投書箱12名、アンケート 12名、その

他１名）

　このように、中学校では46 .8％、高等学校では59 .5％の大学生が機会や場があったと回答しており、
その具体的な機会や場としては小学校から高等学校までを通して、児童会活動と生徒会活動が最も多く
なっている。
　ただし、話しあった結果、校則が見直されたと回答した大学生は小学校で０名、中学校で５名、そして
高等学校で15名となっており、その結果、「自分たちが話し合っても、結局、校則は変わらない」という
意識を育ててしまうことがないように十分配慮する必要がある。
　一方、それらの見直しが生徒の多数決によって行われたと回答した大学生は中学校で４名、高等学校で
14名となった。その多数決は「校則の内容の見直しは、最終的には教育に責任を負う校長の権限」との
理解の上で、校長が慎重に判断したと想定されるが、多数決の結果を校則の見直しにどのように取り入れ
ていくのかについて、その手順や過程を整理しながら学校全体としての合意形成を図る必要がある。
　なお、高等学校において生徒の話し合いによって見直された校則は以下の通りで、靴下に関する校則の
見直しが最も多くなっている。

（靴下に関する校則）（５名）
・靴下の色（２名）　　・高３の時に指定の靴下は正装時のみに変わった（１名）
・冬場でも指定のひざ丈の靴下しか履くことができなかったが、見直し後はタイツが許可された（１名）。
・夏に短い靴下を履いてよくなった（１名）

（制服に関する校則）（４名）
・冬用と夏用の制服の移行期間が長くなった（１名）　・カーディガン着用が可能になった（１名）
・女子の夏用のベストを着用する際に長袖シャツの着用可、夏はシャツの第一ボタンは開けても可、

リボン・ネクタイの着用は任意に（１名）
・雨で制服が濡れた場合はジャージの着用可、制服を持参であれば自転車通学者のみジャージ登校可
（１名）。

（体育の授業に関する校則）（２名）
・体育着の規定（１名）　　・体育の時間に日焼け止めを使用しても良い（１名）

（携帯電話・スマートフォンに関する校則）（２名）
・朝のＳＨＲ前と昼休み、帰りのＳＨＲ後の使用が許可された（１名）
・携帯電話の持ち込み可（１名）

（昼食に関する校則）（１名）
・昼休みの外出禁止のままであるが、購買が導入されて昼食を忘れた生徒に救済が用意された（1名）
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（２）校則の見直しを話し合う機会や場の必要性に関する意識

　文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例」では、生徒指導提要より引用して「校則の見直しは、
児童生徒の校則に対する理解を深め、校則を自分たちのものとして守っていこうとする態度を養うことに
もつながり、児童生徒の主体性を培う機会にもなります。」と述べている。その内容を受けて「校則の見
直しについて、児童生徒が話し合う機会は必要かどうか」について調査したが、その結果は以下の通りで
ある。

グラフ２　校則の見直しについて、児童生徒が話し合う機会は必要かどうかの割合

　このように、必要がある、やや必要があると回答した大学生は全体の93 .7％にのぼる。その理由を集
約すると、文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例」に示された「校則に対する理解を深める」、「自
分たちのものとして守っていこうとする」、「主体性を培う」と同義の理由をあげた大学生が39名で最も
多かった。また、生徒指導提要では時代の進展などを踏まえたものになるように絶えず積極的に見直すこ
とを求めているが、12名の大学生が同様の理由をあげている。
　一方、校則を守る立場の児童生徒の意見や不便さなどを聞く必要があると回答した大学生が23名いる
が、校則は「児童生徒が健全な学校生活を過ごし、よりよく成長していくための行動の指針」であるとと
もに、「学校は、生徒にとって伸び伸びと過ごせる楽しい場でなければならない。」７）ことを踏まえ、校長
や教員は校則の見直しにあたって児童生徒の意見に真摯に耳を傾ける必要がある。

（「校則の見直し等に関する取組事例」に示された意義と同様の回答）（39名）
・校則に対する理解を深めることができるから（12名）
・主体性を培う機会となるから（６名）
・校則を自分たちのものとして守っていこうとする態度を養うことができるから（６名）
・自分たちの学校生活をよりよくしていこうという意識の育成につながるから（15名）

（時代の進展などを踏まえて見直す必要があるから）（12名）
（校則を守る立場の児童生徒の意見や不便さなどを聞く必要があるから）（23名）
・校則を守る立場の生徒の意見を聞く必要があるから（18名）
・生徒にしかわからない不便さがあるから（５名）

　なお、必要ないと回答した大学生の理由は以下のとおりである。先に触れたが「自分たちが話し合って
も、結局、校則は変わらない」という意識を育ててしまうことがないように留意する必要がある。

・話し合っても変わることはほぼないから（３名）　・校則は必要で変える必要はないから（２名）

４．校則を見直すための手順の問題点と見直しへの参加に関する意識

　熊本市では市立学校における校則の見直しを2021年度から実施することは先に述べたが、熊本市では

なった。その多数決は「校則の内容の見直しは、最終的には教育に責任を負う校長の権限」との理解の上で、校長

が慎重に判断したと想定されるが、多数決の結果を校則の見直しにどのように取り入れていくのかについて、その

手順や過程を整理しながら学校全体としての合意形成を図る必要がある。 

なお、高等学校において生徒の話し合いによって見直された校則は以下の通りで、靴下に関する校則の見直し

が最も多くなっている。 

（靴下に関する校則）（5名） 

・靴下の色（2名）  ・高3の時に指定の靴下は正装時のみに変わった（1名） 

・冬場でも指定のひざ丈の靴下しか履くことができなかったが、見直し後はタイツが許可された（1名）。 

・夏に短い靴下を履いてよくなった（1名） 

（制服に関する校則）（4名） 

・冬用と夏用の制服の移行期間が長くなった（1名） ・カーディガン着用が可能になった（1名） 

・女子の夏用のベストを着用する際に長袖シャツの着用可、夏はシャツの第一ボタンは開けても可、リボン・ネ

クタイの着用は任意に（1名） 

・雨で制服が濡れた場合はジャージの着用可、制服を持参であれば自転車通学者のみジャージ登校可（1名）。

（体育の授業に関する校則）（2名） 

・体育着の規定（1名）  ・体育の時間に日焼け止めを使用しても良い（1名） 

（携帯電話・スマートフォンに関する校則）（2名） 

・朝のSHR前と昼休み、帰りのSHR後の使用が許可された（1名） ・携帯電話の持ち込み可（1名） 

（昼食に関する校則）（1名） 

・昼休みの外出禁止のままであるが、購買が導入されて昼食を忘れた生徒に救済が用意された（1名） 

  

（２）校則の見直しを話し合う機会や場の必要性に関する意識 

文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例」では、生徒指導提要より引用して「校則の見直しは、児童生徒

の校則に対する理解を深め、校則を自分たちのものとして守っていこうとする態度を養うことにもつながり、児童

生徒の主体性を培う機会にもなります。」と述べている。その内容を受けて「校則の見直しについて、児童生徒が

話し合う機会は必要かどうか」について調査したが、その結果は以下の通りである。 

 

グラフ２ 校則の見直しについて、児童生徒が話し合う機会は必要かどうかの割合 

このように、必要がある、やや必要があると回答した大学生は全体の93.7％にのぼる。その理由を集約すると、

文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例」に示された「校則に対する理解を深める」、「自分たちのものとし

て守っていこうとする」、「主体性を培う」と同義の理由をあげた大学生が39名で最も多かった。また、生徒指導

提要では時代の進展などを踏まえたものになるように絶えず積極的に見直すことを求めているが、12 名の大学生

が同様の理由をあげている。 

 一方、校則を守る立場の児童生徒の意見や不便さなどを聞く必要があると回答した大学生が23名いるが、校則

は「児童生徒が健全な学校生活を過ごし、よりよく成長していくための行動の指針」であるとともに、「学校は、
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その実施にあたって、次のように校則を見直すための手順を例示している８）。

①10月に全生徒と全保護者へアンケート
②11月にアンケート調査結果等を協議・検討
　※生徒会執行部（４名）、生徒会執行部以外（６名）、保護者（５名）、教師（５名）の20名で組織。
　※委員長はＰＴＡ会長、副委員長は生徒会長、教頭。
③提案内容について、委員の立場の代表者の過半数（生徒５、保護者３、教員３）を得た場合、校長

へ提案
④学校（校長）が承認　※校則等に反映

　この手順は他の自治体や学校の参考となるが、ここではその手順で想定される次の３つの問題点を大学
生に提示して、その問題点の捉え方について調査した。
・20名による協議・検討と校長の承認という手順について
・生徒会執行部以外の委員の選出について
・継続的に行う校則の見直しについて
　まず、20名による協議・検討と校長の承認という手順については、問題があると回答した大学生は42
名で、その理由は「委員の立場の代表者の過半数で決定することは全生徒の合意とは言えない」、「教員や
保護者などの大人が反対すると否決される」の２つに集約された。また、校長の承認については、見直し
案を校長が承認しなかった場合、生徒は納得するが４名、やや納得するが12名、あまり納得しないが35名、
納得しないが28名という回答結果となった。
　また、生徒会執行部以外の委員の選出については、委員にあまりなりたくない、なりたくないと回答し
た大学生は合わせて51名であった。その理由は以下の通りであるが、責任の重さや合意形成の難しさを
あげた大学生が最も多く、合わせて33名となっている。

（責任の重さ・合意形成の難しさ）
・責任が重いから（21名）　
・生徒全員の意見をまとめる自信がないから（７名）
・他の生徒から文句を言われる、嫌われそうだから（５名）

（話し合っても校則がかわらない）
・結局は校長や大人の意見が通ってしまいそうだから（５名）

（その他）
・面倒、または大変そうだから（３名）　
・校則に不満を持ったことがないから（３名）
・例示された見直しの方法に問題があるから（１名）　
・毎年続けると、あまり真面目に取り組まないと思うから（１名）

　そして、継続的に行う校則の見直しについては、問題があると回答した大学生は３名のみであったが、
その理由は以下の通りで、概ね想定される問題点を指摘していると言える。

・校則が目まぐるしく変わり、生徒は不平等と感じると思うし、生徒の用意しなければならない日用
品（例えば靴下）も変化する可能性があるため。

・もし毎年校則が改定されていたら、余計な混乱を招く可能性があると考えたから。また、毎年行う
と校則の意義が薄れ、見直しの質が下がってしまうと考えたから。

・毎年行うことで、よりより校則が生徒の意見から生まれるかもしれないが、一方で去年と今年の校
則を見直した場合で混乱を招く。

なった。その多数決は「校則の内容の見直しは、最終的には教育に責任を負う校長の権限」との理解の上で、校長

が慎重に判断したと想定されるが、多数決の結果を校則の見直しにどのように取り入れていくのかについて、その

手順や過程を整理しながら学校全体としての合意形成を図る必要がある。 

なお、高等学校において生徒の話し合いによって見直された校則は以下の通りで、靴下に関する校則の見直し

が最も多くなっている。 

（靴下に関する校則）（5名） 

・靴下の色（2名）  ・高3の時に指定の靴下は正装時のみに変わった（1名） 

・冬場でも指定のひざ丈の靴下しか履くことができなかったが、見直し後はタイツが許可された（1名）。 

・夏に短い靴下を履いてよくなった（1名） 

（制服に関する校則）（4名） 

・冬用と夏用の制服の移行期間が長くなった（1名） ・カーディガン着用が可能になった（1名） 

・女子の夏用のベストを着用する際に長袖シャツの着用可、夏はシャツの第一ボタンは開けても可、リボン・ネ

クタイの着用は任意に（1名） 

・雨で制服が濡れた場合はジャージの着用可、制服を持参であれば自転車通学者のみジャージ登校可（1名）。

（体育の授業に関する校則）（2名） 

・体育着の規定（1名）  ・体育の時間に日焼け止めを使用しても良い（1名） 

（携帯電話・スマートフォンに関する校則）（2名） 

・朝のSHR前と昼休み、帰りのSHR後の使用が許可された（1名） ・携帯電話の持ち込み可（1名） 

（昼食に関する校則）（1名） 

・昼休みの外出禁止のままであるが、購買が導入されて昼食を忘れた生徒に救済が用意された（1名） 

  

（２）校則の見直しを話し合う機会や場の必要性に関する意識 

文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例」では、生徒指導提要より引用して「校則の見直しは、児童生徒

の校則に対する理解を深め、校則を自分たちのものとして守っていこうとする態度を養うことにもつながり、児童

生徒の主体性を培う機会にもなります。」と述べている。その内容を受けて「校則の見直しについて、児童生徒が

話し合う機会は必要かどうか」について調査したが、その結果は以下の通りである。 

 

グラフ２ 校則の見直しについて、児童生徒が話し合う機会は必要かどうかの割合 

このように、必要がある、やや必要があると回答した大学生は全体の93.7％にのぼる。その理由を集約すると、

文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例」に示された「校則に対する理解を深める」、「自分たちのものとし

て守っていこうとする」、「主体性を培う」と同義の理由をあげた大学生が39名で最も多かった。また、生徒指導

提要では時代の進展などを踏まえたものになるように絶えず積極的に見直すことを求めているが、12 名の大学生

が同様の理由をあげている。 

 一方、校則を守る立場の児童生徒の意見や不便さなどを聞く必要があると回答した大学生が23名いるが、校則

は「児童生徒が健全な学校生活を過ごし、よりよく成長していくための行動の指針」であるとともに、「学校は、
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　以上の問題点については、熊本市が例示した校則の見直しの手順に限ったものではなく、手順のモデル
となった中学校では既に解決されていると思われるが、これから校則の見直しの手順を策定していく学校
においては、手順自体も児童生徒の意見を聞きながら慎重に検討し、校長と教職員、そして児童生徒との
共通理解と合意形成を図ることが求められる。ただし、その際には「校則の内容の見直しは、最終的には
教育に責任を負う校長の権限」であることを児童生徒に十分に理解させておく必要がある。
　なお、この取り組みによって校則を守っていこうとする意識や態度を養うことができるかとの問いにつ
いては、思うが30名、やや思うが48名、あまり思わないが１名で、思わないと回答した大学生はいなかっ
た。このように熊本市のこの試みは大学生からは概ね評価されていると言える。

５．服装、頭髪、化粧に関連する校則の必要性に関する意識

　調査を行った大学生は全員が女子で、先に示したように服装や頭髪に関する校則への不満が多かった
が、それに化粧に関する校則を加えて、高等学校の段階で次のような校則があった方がよいかどうかにつ
いて調査した。その調査結果は以下の通りである。　

グラフ３　化粧、頭髪、スカート丈に関連する校則の必要性に関する意識の割合

　このように、ない方がよいと回答した割合がもっとも高かったのは化粧に関する校則で、70 .9％の学生
がない方がよいと回答している。ただし、先の「必要はないと思った校則」の調査で化粧の禁止をあげた
のは３名にすぎず、質問の仕方で回答した人数に大きな違いがみられた。
　その点については、在学していた高等学校の校則で化粧が許可されていという可能性もあるが、予想と
してはこの調査が一つ一つの校則をあげて「必要か不要か」と質問したためと考えられる。すなわち、グ
ラフ４はある高等学校の服装、頭髪、化粧に関連する校則を抜き出して、それらの校則が「合理的な範囲
を逸脱」しているかどうかを調査した結果であるが、例えば「逸脱している」と回答した割合が最も高かっ
た膝掛けに関する校則については、「必要ないと思った校則」の調査で回答した大学生はいなかった９）。
　従って、仮に全ての一つ一つの校則を見直す際には、校長と教職員はその理由を共通理解し、児童生徒
に納得できる合理性を説明する必要がある。

（話し合っても校則がかわらない） 

・結局は校長や大人の意見が通ってしまいそうだから（5名） 

（その他） 

・面倒、または大変そうだから（3名）  

・校則に不満を持ったことがないから（3名） 

・例示された見直しの方法に問題があるから（1名）  

・毎年続けると、あまり真面目に取り組まないと思うから（1名） 

 そして、継続的に行う校則の見直しについては、問題があると回答した大学生は３名のみであったが、その理由

は以下の通りで、概ね想定される問題点を指摘していると言える。 

・校則が目まぐるしく変わり、生徒は不平等と感じると思うし、生徒の用意しなければならない日用品（例えば

靴下）も変化する可能性があるため。 

・もし毎年校則が改定されていたら、余計な混乱を招く可能性があると考えたから。また、毎年行うと校則の意

義が薄れ、見直しの質が下がってしまうと考えたから。 

・毎年行うことで、よりより校則が生徒の意見から生まれるかもしれないが、一方で去年と今年の校則を見直

した場合で混乱を招く。 

 以上の問題点については、熊本市が例示した校則の見直しの手順に限ったものではなく、手順のモデルとなった

中学校では既に解決されていると思われるが、これから校則の見直しの手順を策定していく学校においては、手順

自体も児童生徒の意見を聞きながら慎重に検討し、校長と教職員、そして児童生徒との共通理解と合意形成を図る

ことが求められる。ただし、その際には「校則の内容の見直しは、最終的には教育に責任を負う校長の権限」であ

ることを児童生徒に十分に理解させておく必要がある。 

 なお、この取り組みによって校則を守っていこうとする意識や態度を養うことができるかとの問いについては、

思うが30名、やや思うが48名、あまり思わないが１名で、思わないと回答した大学生はいなかった。このように

熊本市のこの試みは大学生からは概ね評価されていると言える。 

 

５．服装、頭髪、化粧に関連する校則の必要性に関する意識 

 調査を行った大学生は全員が女子で、先に示したように服装や頭髪に関する校則への不満が多かったが、それに

化粧に関する校則を加えて、高等学校の段階で次のような校則があった方がよいかどうかについて調査した。その

調査結果は以下の通りである。  

 

グラフ３ 化粧、頭髪、スカート丈に関連する校則の必要性に関する意識の割合 

 このように、ない方がよいと回答した割合がもっとも高かったのは化粧に関する校則で、70.9％の学生がない方

がよいと回答しているが、先の「必要はないと思った校則」の調査で化粧の禁止をあげたのは３名にすぎず、質問

の仕方で回答した人数に大きな違いがみられた。 

その点については、在学していた高等学校の校則で化粧が許可されていという可能性もあるが、予想としてはこ
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グラフ４　合理的な範囲を逸脱していると回答した割合

　なお、化粧に関する校則が合理的な範囲を逸脱していると回答した大学生の理由を集約すると、「卒業
後、社会に出てから必要となるため」が最も多くて15名、次に「コンプレックスなどを隠したりするため」
が11名となっている。以下はそれらの抜粋であるが、校則の見直しでは「校則を守る立場の児童生徒の
意見や不便さなどを聞く必要がある」（23名）との調査結果を踏まえて、どこまでを聞き入れるかは校長
の判断としても対話を通してその理由や不便さに耳を傾ける必要がある。

【卒業後、社会に出てから必要となるため】

・化粧は高等学校を卒業してすぐに働き始める人もいるため、限度を定めての校則があれば十分である。
・化粧は高等学校生まではしてはいけないのに、社会に出た途端にある程度の化粧をすることが礼儀

となるため、学校で学んだり、高等学校生生活に取り入れたりすることが必要だと思う。
・大学生や社会人になって化粧をするのは当然という感じなのに高等学校で禁止になる理由がわから

ない。自分の高等学校では化粧が禁止されていたのでやらなかったが、大大学生になって化粧のや
り方が分からずに困った。

【コンプレックスなどを隠したりするため】

・化粧や髪型・髪色を変えることで自分のコンプレックスを隠したり、人前に出る上で恥ずかしくな
いように身なりを整えたいから

・高等学校の年齢になれば自分の髪の色や質、顔にコンプレックスを持つ人は増えるのではないかと
思います。そのような生徒の不安な気持ちに寄り添うためにも頭髪の脱色・染色また化粧などの校
則はない方が良いと考えます。

・化粧もある程度コンプレックス（ほくろやクマなど）を隠す手間であれば良いのではないかと思う。
・化粧は生まれつきのあざやコンプレックス等を隠したりするための手段としての活用が考えられる

から。
・眉毛が濃くて多少剃らなければ恥ずかしいと感じる人がいると思うため。

　ただし、それらの生徒の声が全てではなく、以下のように校則をめぐっては個々の様々な考えや価値観
があり、校則の見直しはその多様性を認めながらも慎重に合意形成を図っていく必要がある。

の調査が一つ一つの校則をあげて「必要か不要か」と質問したためと考えられる。すなわち、グラフ４はある高等

学校の服装、頭髪、化粧に関連する校則を抜き出して、それらの校則が「合理的な範囲を逸脱」しているかどうか

を調査した結果であるが、例えば「逸脱している」と回答した割合が最も高かった膝掛けに関する校則については、

「必要ないと思った校則」の調査で回答した大学生はいなかった９）。従って、仮に全ての一つ一つの校則を見直す

際には、校長と教職員はその理由を共通理解し、児童生徒に納得できる合理性を説明する必要がある。 

 

グラフ４ 合理的な範囲を逸脱していると回答した割合 

 なお、化粧に関する校則が合理的な範囲を逸脱していると回答した大学生の理由を集約すると、「卒業後、社会

に出てから必要となるため」が最も多くて15名、次に「コンプレックスなどを隠したりするため」が11名となっ

ている。以下はそれらの抜粋であるが、校則の見直しでは「校則を守る立場の児童生徒の意見や不便さなどを聞く

必要がある」（23名）との調査結果を踏まえて、どこまでを聞き入れるかは校長の判断としても対話を通してその

理由や不便さに耳を傾ける必要がある。 

【卒業後、社会に出てから必要となるため】 

・化粧は高等学校を卒業してすぐに働き始める人もいるため、限度を定めての校則があれば十分である。 

・化粧は高等学校生まではしてはいけないのに、社会に出た途端にある程度の化粧をすることが礼儀となるた

 め、学校で学んだり、高等学校生生活に取り入れたりすることが必要だと思う。 

・大学生や社会人になって化粧をするのは当然という感じなのに高等学校で禁止になる理由がわからない。自

 分の高等学校では化粧が禁止されていたのでやらなかったが、大大学生になって化粧のやり方が分からずに

 困った。 

【コンプレックスなどを隠したりするため】 

・化粧や髪型・髪色を変えることで自分のコンプレックスを隠したり、人前に出る上で恥ずかしくないように

身なりを整えたいから 

・高等学校の年齢になれば自分の髪の色や質、顔にコンプレックスを持つ人は増えるのではないかと思います。

そのような生徒の不安な気持ちに寄り添うためにも頭髪の脱色・染色また化粧などの校則はない方が良いと

考えます。 

・化粧もある程度コンプレックス（ほくろやクマなど）を隠す手間であれば良いのではないかと思う。 

・化粧は生まれつきのあざやコンプレックス等を隠したりするための手段としての活用が考えられるから。 

・眉毛が濃くて多少剃らなければ恥ずかしいと感じる人がいると思うため。 

 ただし、それらの生徒の声が全てではなく、以下のように校則をめぐっては個々の様々な考えや価値観があり、

校則の見直しはその多様性を認めながらも慎重に合意形成を図っていく必要がある。 

 校則は必要 校則は必要ない 
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ﾏﾌﾗｰの長すぎるものは着用不可

化粧、眉毛をそる、まつげの加工は不可

髪型の人為的な左右不対象の変形は不可

女子の髪を結ぶリボンは飾りのない黒,紺のｺﾞﾑ

ｾｰﾀｰやｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝは制服の上着の下に着る

ｼｬﾂの下のｳｪｱは黒・紺・ｸﾞﾚｰ・白でﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ不可

ひざ掛けは不可。やむを得ない時は担任に申出
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校則は必要 校則は必要ない

全
般

・勉強の妨げ、または勉学に必要ないから
　（５名）
・清潔感や統一感を保つため（４名）
・生徒間での比較や格差を生むから（３名）

・勉強や生活の妨げにはならないから（８名）
・個性や自由を尊重した方が良いから（６名）
・自分で判断して行動できるから（３名）
・コンプレックスなどを隠すため（２名）
・校則が厳しいと反発が大きくなるから（２名）
・他人に迷惑をかけるわけではないから（１名）
・社会に出た時、恥ずかしくないため（１名）

ス
カ
ー
ト
の
丈

・性犯罪に巻き込まれないため（７名）
・下着が見えないようにするため（１名）
・高等学校生としての品をたもつため（１名）
・みんなに合わせるため（１名）

・校則の必要性がわからないから（６名）
　※内、丈は膝頭より長くの規定が（４名）
・性犯罪と無関係、または自己責任だから（２名）
・指導による教員と生徒の負担軽減のため（２名）
・成長によって膝が出てしまうから（２名）
・下着が見えることはないから（１名）
・学習や生活の妨げにはならないから（１名）

化
粧
・
頭
髪

・清潔感や統一感を保つため（５名）
・経済的な負担を避けるため（３名）
・勉強の妨げ、または勉学に必要ないから
　（３名）
・生徒間での比較や格差を生むから（２名）
・肌や髪を痛めるから（２名）
・トラブルに巻き込まれないため（１名）
・化粧をしないとおかしいという考えになる
　（１名）
・手洗い場が混雑するから（１名）

・卒業後、社会に出てから必要となるから（15名）
・コンプレックスなどを隠したりするため（11名）
・清潔感を保つために必要だから（６名）
　※内、眉毛は５
・合理的な理由がないから（２名）

研究の小括

　以上、大学生への校則に関する意識調査を基に校則の見直しを行うための視点と課題について考察して
きたが、そのなかで特に求められる視点と課題としては以下の４つがあげられる。
・校則の見直しは、法的な合理性と児童生徒の個性・感性を総合的に判断して行う必要がある。
・校則の見直しは、校長がその必要性を説明できかるどうか判断して行う必要がある。
・校則の見直しの手順は、問題点を予想しながら児童生徒と保護者を含めた合意形成により作成する必要

がある。
・校則の見直しの話し合いでは、児童生徒が安心して自分の意見を述べることができる環境をつくる必要

がある。
　その上で、熊本市では各学校で見直す校則の基準として①生まれ持った性質に対して許可が必要な規
定、②男女の区別により、性の多様性を尊重できていない規定、③健康上の問題を生じさせる恐れのある
規定をあげているが、公立学校においては校長の責任や負担の軽減、そして同じ自治体の学校間の差をな
くす意味も含めて、熊本市のような自治体（教育委員会）レベルでの校則の見直しの推進が望まれる。
　なお、全日本中学校長会・全国高等学校長協会「日常の生徒指導の在り方に関する調査研究報告」（1991
年３月20日）10）では、校則見直しの推進の視点として次の５つをあげている。
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（１）校則内容の見直しは、継続して取り組むことが大切である。
（２）思い切った見直しが必要である。
（３）生徒が主体的に考えるよう指導することが大切である。
（４）学校は家庭や地域との信頼関係を作るとともに、開かれた学校づくりをめざすことが大切である。
（５）人間味のある温かい生徒指導を基本に教職員の共通理解、共同実践が必要である。

　この報告書が出されたのは30年前であるが、そこに示された内容は現在に通じるものが多い。「開かれ
た教育課程」が学習要領の前文に掲げられ、「開かれた学校」も以前から推進されるなかで、依然として
閉鎖的で保守的と言われる学校にかわる新たな学校観をつくりあげるきっかけの一つとして、校則の見直
しに期待したい。

注

１）文部科学省『生徒指導提要』（平成22年３月）p.205より引用。なお、同書では校則について定める
法令の規定は特にないが、校則を制定する権限は、学校運営の責任者である校長にあるとしている。

２）大阪府羽曳野市の府立懐風館高等学校に通っていた女性が、大阪府に約220万円の慰謝料などを求め
て大阪地方裁判所に訴えた裁判。通称「黒染め裁判」と言われるが、2021年２月16日の判決で横田
典子裁判長は髪の染色や脱色を禁止した校則は学校の裁量の範囲内で、黒染めの強要はあったとはい
えないと頭髪指導の妥当性を認めた。ただし、不登校後に名簿から女性の氏名を削除したことは著し
く相当性を欠くと指摘し、大阪府に33万円の賠償を命じた。

３）署名活動は公式Webサイトで2017年12月から2019年8月まで行われ、集まった60 ,334名分の署名は
当時の文部科学大臣であった柴山昌彦に提出された。

４）熊本市はホームページにおいて「校則・生徒指導のあり方の見直しについて」の趣旨や見直しのため
のガイドラインを公開している。

５）同事務連絡では、校則の内容の見直しは、最終的には教育に責任を負う校長の権限であることを踏ま
たうえで、「児童生徒が話し合う機会を設けたり、PTAにアンケートをしたりするなど、児童生徒や
保護者が何らかの形で参加する例もある」として、その見直しを求めている。

６）文科省「令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」
（令和２年11月）によると、令和元年に学校のきまり等をめぐる問題が主となって不登校となった児
童生徒は小学校596人、中学校1,462人であった。

７）学習指導要領解説『総則編』p.95から抜粋。
８）熊本市教育委員会「校則・生徒指導のあり方の見直しに関するガイドライン」（2021年３月）p.２よ

り引用。
９）広島県の各学校では校則をホームページで公開しているが、その内のある県立高等学校の校則を事例

とした。なお、グラフでは「逸脱している」との回答が40％を超えた校則を抜き出したが、「スカー
ト丈は膝頭が隠れる」は31 .6％、「脱色、染髪」は20 .3％であった。

10）文部省「校則見直し状況等の調査結果について（通知）」（1991 .４.10）の別添として示されている。

参考文献

・文部科学省『生徒指導提要』（平成22年３月）
・熊本市ホームページ「校則・生徒指導のあり方の見直しについて」（最終更新日：2021年7月14日）
　https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=31344&class_set_id=2&class_

id=324（最終閲覧2021 .９.９）
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・熊本市教育委員会「校則・生徒指導のあり方の見直しに関するガイドライン」（2021年３月）
　https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=31344&sub_id=2&flid=244
　918（最終閲覧2021 .９.15）
・文部科学省「校則の見直し等に関する取組事例について」（令和３年６月８日）
　https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414737_00004 .htm（最終閲覧2021 .９.９）
・大津尚志『校則を考える』晃洋書房．2021
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保育実習で学生は何を学んだか（Ⅲ）

What are the student learning outcomes
through practical training at a childcare center? (Ⅲ)

保育科　尾崎 司

１．問題の所在

（１）実習における学び把握の課題

　実習生は、実習中に何を経験し、どのような学びを得ているのだろうか。全国保育士養成協議会（2018）
は、「保育実習のミニマムスタンダード Ver.２」の中で、「学生が実習しているその場で、具体的に学生
が得た手応えや課題」、そして「課題の達成の困難さ」を巡回訪問によって確認することが重要であると
指摘している。しかし、課題やその困難さを確認できたとしても、実習における学びを把握することは、
これまでの実習では極めて困難であった。
　野上・山田（2011）は、保育実習の体験による実習生の変容に関して、例えば三木・桜井（1998）が作
成した保育者効力感尺度では実習前後で自己効力の向上が分析できても、「その実習で何を学んだのか、
実習中のどのような活動や気づきが学びへつながったのか、それらの学びが自己効力の向上につながった
のか否かは明らかにされていない。これでは、実習後の指導において、実習生の学びを発展させ、課題を
見出したり、長所を認め伸ばしていくことが難しいといえる」と述べ、「そのため、実習によって学生が
何を考えたのか、何が変化したのかを把握できずに、自己評価が曖昧なまま新たな実習や就職という形で
保育場面に入っていくことになり、質の高い保育士の養成という点でこの現状は大きな問題を内包してい
るといえよう」として、実習中の学びを把握することが困難であることを課題として提示している。

（２）実習における保育内容の経験学習

　実習生は保育に参加し実践に関わる中で、保育所での保育内容を経験していく。保育所での保育内容は
養成校の座学で学ぶことができるが、具体的にどのように営まれるのかは実習で経験的に学ぶのである。
　保育の内容とは、保育所保育指針に示されているように、保育の目標をより具体化した「ねらい」を達
成するために、子どもの生活やその状況に応じて保育士等が適切に行う事項と、保育士等が援助して子ど
もが環境に関わって経験する事項を示したものである。保育所保育指針の保育内容は、平成20年より幼
稚園教育要領と同様、それまで年齢別であった内容から５領域へと変更され、「健康」、「人間関係」、「環境」、

「言葉」、「表現」という５つの領域で構成されている。また、平成30年には、幼稚園、保育所、認定こど
も園が足並みを揃え、保育の内容は５領域にほぼ統一された。新・保育所保育指針では、乳児保育の重要
性が強調され、０歳児や１歳以上３歳未満児に対して新たに保育内容が設定されている。
　小川（2002）は、領域とは小学校以降の教科のように分けられるものではなく、「生活や遊びというま
るごとの経験の中味を見きわめ、まるごとの経験の中で育っている様々な面を発見し、そうした面が育つ
ような援助を考えたり、幼児の発達の側面を異なった遊びや生活を通して長期にわたって見通すことがで
きるようにするために考えられたもの」とし、「遊びや生活の中でまるごとの経験の中から、幼児の発達
にかかわる様々な側面を読み取るための観点を提供するもの」と述べている。また、領域は、具体的な保
育者の指導や幼児の活動の姿と直結する類のものではなく、この内容から領域のための活動を導き出すべ
きではないとして、幼児の総合的経験に対して相互に含まれた複数の領域の観点から解釈し、より豊かな
ねらいを含んだ経験を用意するためのものであるとその意義を提示している。
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　このように、保育者は幼児の遊びや生活といった総合的経験に対し、「相互に含まれた複数の領域の観
点から解釈し、より豊かなねらいを含んだ経験を用意する」という専門性を持って関わり、実習生も一定
期間、共に園生活に参加し実践していくことを通じて、その保育内容を経験的に学んでいるのである。

（３）実習エピソードに含まれる領域とは

　尾崎（2020a）は、保育実習用ルーブリックを開発し、ICTを活用した「実習のためのアセスメント・
システム」を運用し、実習中の学びを把握することに役立てている。このシステムは、実習の複雑なプロ
セスをルーブリックの評価指標に沿ったエピソードの集合体として見なし、実習における教育活動の実態
をアセスメント・データに変換して取り扱い、遠隔地からデータを収集・蓄積・分析・活用する「実習情
報の多目的な一括管理システム」である（Ozaki, 2020）。尾崎（2019c、2020b）では、ICTを活用して収
集したエピソードを分析し実習中の学びを把握すると共に、実習生が遭遇し着目する場面を明らかにし
た。
　では、実習生が遭遇し着目する場面では、どのような専門性に触れているのだろうか。保育実習が実習
生にとって保育内容（専門性）を身につけていく過程であると捉えるならば、実習生が経験したエピソー
ドに含まれる保育内容（５領域）を検討することで、実習生が捉える領域の内容や偏りが明らかになるの
ではないか。さらに、保育内容の教科目で何を学習する必要があるのかが分かるのではないだろうか。
　そこで、本研究では、実習生が経験した保育内容を明らかにするために、実習用ルーブリックの評価観
点に紐付けされたエピソードにコメントし合う事後学習の授業を取り上げ、そのエピソードに含まれる保
育内容（５領域）の関係性を検討したいと考えた。本研究は、尾崎（2019c、2020b）の続編である。

２．研究目的 

　実習用ルーブリックの評価観点に紐づけられたエピソードと保育内容の５領域との関係を明らかにし、
その位置付けを考察する。

３．研究方法

（１）ルーブリックを活用した事後学習

　2019年度前期の授業「保育実習Ⅰ（保育実習指導Ⅰ）」では、ルーブリック（保育実習Ⅰ）の９つの評
価項目を３回分の事後学習シートに分け、全４回実施した（表１）。各評価項目に対して学生が自己評価
をおこない、なぜその評価尺度に丸をつけたかの根拠となるエピソードをシート（用紙）に記入し、さら
にそれをGoogleフォームにもWeb入力し事前課題として提出するように指示した。授業では、記入した
シート（用紙）を匿名のまま教室内でランダムに配付しコメントし合い、相互評価を３回おこなった。そ
の後、相互評価をおこなったシートを本人へ戻し、Web入力されたエピソード・データを元に教員が講
義した。授業内での相互評価や講義を元に、再度実習の振り返りをおこない、シート（用紙）へ記入し、
さらにそれをGoogleフォームにWeb入力し事後課題として提出するように指示した。授業実践は尾崎

（2019a）に詳しいが、本研究ではGoogleフォームによって収集されたデータを用いることとする。

表１．2019年前期授業概要（保育実習Ⅰ）
１回 ４月13日 実習体験を振り返る⑴ シート① ３回 ４月27日 実習体験を振り返る⑶ シート③
２回 ４月20日 実習体験を振り返る⑵ シート② ４回 ５月18日 評価開示とまとめ

（２）分析方法

　2019年度保育実習Ⅰの履修者116名に対し、実習用ルーブリックの評価観点を自己評価してもらい、そ
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の評価尺度とそれを選択した根拠となるエピソード・データを収集し、そのエピソードに５領域のうちど
の観点が含まれているかを１件ずつ丹念にカウントし、分類した結果を考察する。収集データの評価観点
は、「発達の理解」、「援助の理解」、「子育て支援の理解」、「子どもへの関心」、「子どもの世界の尊重」、「生
活の連続性」、「遊びの理解」、「関わる準備と実践」、「関わる魅力の発見」の９項目であるが、「子育て支
援の理解」は保育内容ではないため、分析対象から外した。また、エピソードが抽象的な記述で内容が読
み取れない記述や領域とは関係のない記述が全体で32件あったため、その記述はカウントしなかった。
　平成30年施行の新・保育所保育指針では、３歳以上児とは別に、１、２歳児に対しての５領域が明示
されている。また、0歳児に対しては、①身体的発達、②社会的発達、③精神的発達という３つの視点が
提示されている。したがって、ここでは、３歳未満児に関しての記述では、①身体的発達に関する視点を

「健康」に、②社会的発達に関する視点を「人間関係」や「言葉」に、③精神的発達に関する視点を「環境」
や「表現」に読み替えて捉えることとした。
　分類は、表２の分類作業例に示したようにおこなった。

表２．エピソードの分類作業例

No. 評価観点 エピソード 健康 人間
関係 環境 言葉 表現

0037 援助の理解

泡立てた洗剤に絵の具で色をつけて遊んでいた。そこ
でAちゃんに「オレンジは何色と何色を混ぜるの？」
と聞かれたので、私は「赤と黄色だよ」と答えた。数
分後にSちゃんが「緑は何色と何色を混ぜるの？」と担
任保育者に聞いていた。保育者は「Rちゃんが知ってる
から聞いてごらん」とSちゃんに言い、SちゃんはRちゃ
んに聞いていた。それを見ていた私は保育者が何でも
すぐに答えを教えるのではなく、子ども同士で教えあ
うという関わりが大切だと思った。その場面を見た直
後にRちゃんが「紫は何色と何色？」と聞いてきたの
で「Aちゃんが知っているよ」と私は答えた。

０ １ １ ０ １

0044 関わる準備
と実践

最初クラスに入り自己紹介の際、スケッチブックを用
意して子ども達の前でやった。言葉だけでなく絵や図、
文字にして目に見えるようにすることで子ども達はよ
り興味を持って集中してみてくれた。その後も子ども
達とスケッチブックに描いていたキャラクターの話を
したり、「私も〇〇が好きだよー」など話を繰り広げる
ことができ、事前に準備しておくことでコミュニケー
ションを取ることができました。

０ １ １ １ １

0054 発達の理解

１歳児クラスにて、スプーンの持ち方が月齢に応じて
いるのではないのだと感じました。高月齢児であって
も、スプーンが上手持ちであったり、低月齢児が三点
持ちをしていたりしました。この子どもの姿から、発
達が全て月齢に応じて順になるのではなく、個人差も
あり、その子その子のスピードに合わせた発達になっ
ているのだと感じました。

１ ０ ０ ０ ０

（３）対象者

　対象者は、2019年度保育実習Ⅰの履修者116名であるが、今回は３枚のシート（３回の授業）を通して
総合的に分析したかったので、３枚のシート内容を全てWeb入力した学生のみを対象とした。そのため、
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欠席者や学生番号・氏名の未記入者、記入ミス（ただし自己評価スコアの未記入は対象とする）、研究の
未承諾はシート１枚のみでも対象から除外し、78名が対象となった。
　したがって、116名のうち、78名の事例を分析対象とした。なお、シート及びWeb入力に関しては、
事前に手続きや教育・研究の使用に関して説明し、かつWeb入力の項目にも説明及び承諾欄を設け、そ
の都度選択できるようにするなど、倫理的配慮をおこなった。今回、シート②と③に関して未承諾の学生

（同一人物）１名は対象から除外した。

４．結果と考察

（１）エピソードに含まれる領域

　実習経験のエピソードがどの領域と関係があるかを１事例ずつ丹念にカウントした結果、表３及び図１
のようになった。表３及び図１では、領域「人間関係」が一番多く、次に領域「表現」が多かった。また、
領域「環境」が一番少ないという結果になった。

表３．各観点に沿ったエピソードと各領域の関係
観点と総数 健康 人間関係 環境 言葉 表現

発達の理解 118 36 46 4 21 11
援助の理解 97 22 45 7 13 10
子どもへの関心 94 14 40 14 6 20
子どもの世界の尊重 115 6 25 18 13 53
生活の連続性 104 36 20 8 10 30
遊びの理解 98 20 26 18 0 34
関わる準備と実践 90 8 13 4 16 50
関わる魅力の発見 108 15 52 3 18 20

領域の総数 157 267 76 97 228

図１．各領域に該当するエピソード数

　これらのデータを領域別に整理してみると、図２のようになる。また、観点別から表現し直すと、図３
のようになる。
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図２．領域別にみた観点の分布

図３．観点別にみた領域の分布

（２）実習における領域分布の特徴

　表３、図１、図２、図３から、実習のエピソードが５領域とどのように関連しているかを分析すると、
次のように解釈することができる。
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　領域「人間関係」は総数としては、５領域の中で一番多くカウントされ、観点別に見てみると、「発達
の理解」、「援助の理解」、「子どもへの関心」、「関わる魅力の発見」のエピソードで最も多くカウントされ
ている。領域「表現」は、「子どもの世界の尊重」、「遊びの理解」、「関わる準備と実践」のエピソードで
最も多くカウントされている。
　このことは、保育実習において実習初期には、実習生が領域「人間関係」が含まれる場面を多く経験す
ることを示している。領域「人間関係」が含まれるエピソードには、愛着形成、自立、子ども同士の関係
性、異年齢交流、ごっこ遊び、思いやり、協同性、楽しみの分かち合いなど幅広い関係性を確認すること
ができた。一方、領域「表現」では、再現遊び、ごっこ遊び、見立て遊びが多く取り挙げられているが、
実習生はそうした場面に着目する傾向があることが確認できた。また、「関わる準備と実践」のエピソー
ドでは、部分実習や主活動で手遊びや絵本の読み聞かせをするケースが圧倒的に多く、実習における領域

「表現」はこれらの実習活動で経験されていることが分かった。領域「人間関係」は、領域「表現」や領
域「言葉」とも関連し複数の領域でカウントされているが、いずれにしても子ども同士の関係やごっこ遊
びの記述が多く、実習の初期にはこうした経験が実習の大きな位置を占めている。
　領域「健康」は、「発達の理解」と「生活の連続性」の観点で多くカウントされている。これは、実習
生が発達を捉える際に、基本的生活習慣に関連する場面、特に子どもの食行動や衣服の着脱に関する記述
が多くなされていることから、実習生は発達の知識を基本的生活習慣・食行動・衣服の着脱といった実際
の場面と結びつけて理解しようとしていることが分かった。
　このように、「人間関係」、「表現」、「健康」といった３つの領域は実習経験の大部分を占めているが、
領域「環境」や領域「言葉」では全体に占める割合は少ないことが明らかになった。領域「環境」に関し
ては、「子どもの世界の尊重」、「遊びの理解」のエピソードが比較的多くカウントされている。ここには、
子どもの科学的思考の芽生えや素材としてのモノに興味・関心を示す場面が取りあげられている。領域

「言葉」も全体的に少ないが、「発達の理解」と「関わる準備と実践」のエピソードは比較的多くカウント
されている。領域「言葉」は、領域「人間関係」や領域「表現」とも関連し複数の領域でカウントされて
いるが、実習生が「言葉」に着目しているのは、おもちゃの取り合いや貸し借り、トラブル、ケンカ、ルー
ルのある遊びなど子ども同士の関係に触れ、発達を理解する場面であった。また、部分実習や主活動の実
践では、子どもの「言葉」に着目する場面が確認された。

５．まとめ 

　以上を整理してみると、実習のエピソードと５領域との関係性から次のことに留意すべきであろう。

①実習を核としたカリキュラムの検討
　実習初期の段階では、実習生は子ども同士の関係性やごっこ遊びなどに着目しやすく、領域「人間関係」
に関連する教科目は実習の基盤となっていた。また、「人間関係」、「表現」、「健康」といった３つの領域は、
実習経験の大部分を占めていたため、保育実習の事前指導及び実習前までの学修で再確認しておく必要が
ある。
　こうした知見から、実習を核としたカリキュラム作りに向けて、カリキュラムマップを見直してみるこ
とも必要となるだろう。
②実習経験を補う学修の必要性
　領域「環境」や領域「言葉」では、実習エピソードに含まれる割合は全体的に少ないことが明らかになっ
た。限られた実習期間や実習園の状況によっては、科学的思考の芽生え、事象の美しさや不思議さへの興
味・関心、モノへの興味・関心などを、子どもが夢中になっている事柄や活動から読み取れない場合もあ
る。また、実習生は、領域「環境」や領域「言葉」に関連する授業で事前に学んだ内容を実習場面と結び
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つけ読み取ることが難しい場合もあるだろう。そうした場合には、領域「環境」に関する事後学習やその
後の演習科目などで卒業までに学修を深めていく必要がある。領域「言葉」に関しては、子ども同士の関
係に触れ発達を理解する場面や、部分実習・主活動の実践で子どもの「言葉」に着目する場面が確認さ
れたものの、「言葉」の内容・背景・文脈などに踏み込んだ記述があまり見られなかった。
　このことは、自明のことではあるが、実習前の保育内容に関する学修が全て実習で経験できるわけでは
ないことを物語っており、特に領域「環境」や領域「言葉」は他の学修で相互補完的に取り組む必要があ
ることを示唆している。

　実習経験と保育内容との関係については、これまで各領域関連の授業の中で実習エピソードを取り上げ
るなどの取り組みによって位置付けられてきた。しかし、実習経験と５領域相互の関係性については、こ
れまであまり意識されてこなかった。今回の分析では、実習用ルーブリックの各評価観点に紐づけられた
エピソードと保育内容５領域との関係を位置付けることができた。同時に、実習を核としたカリキュラム
や卒業時までの相互補完的な学修をどう設定するかという課題も生じた。卒後教育も視野に入れるのであ
れば、専門性をどのようにして継続的に養成していくのかも検討していかなければならない。
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・Ozaki,T． （2020），Development of an Assessment System Toward Qualitative Improvement of 

Childcare Internship，技術マネジメント研究20，pp.74 -pp.82
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教職センター「年報」規程
Ⅰ　総則

１　教職センターは本学の教員養成実績を報告することを目的して、毎年度「年報」を前期号・後期 
号の２号刊行するものとする。「年報」の編集作業を行うために、年報編集委員会を組織する。編集
委員代表と編集委員は教職センター所長による指名とする。なお、「年報」には、投稿論文、教職セ
ンター による教員養成の当該年度の報告、その他編集委会が掲載する必要があると認めるものを掲
載するものとする。投稿論文については、 次項以降に規定する。

２　投稿論文の投稿者（筆頭執筆者）は原則として、本学の専任教員に限る。筆頭執筆者が本学専任教
員でない場合は事前申込までに編集委員に相談できることとし、編集委員会は掲載の可否をその都度
審議することとする。

３　投稿論文は他の出版物に未発表のものに限る。
４　投稿論文は日本語のものとする。
５　投稿論文の内容は「教育」「教員養成」に関したものに限る。
６　投稿論文は下記の種類のものとする。
　　①　論文　　②　調査報告
７　投稿論文においては、著作権へ配慮した引用、投稿規定の遵守、また、研究協力者・対象への倫理

的配慮に留意する。
８　本「年報」の英語表記は、「Bulletin of Center for Teacher Education and Research」とする。
９　本規程の改廃は、 教職センター運営委員会の審議によるものとする。

Ⅱ　投稿の規約
１　投稿の提出期限は、前期号９月20日、１月８日とする。なお、掲載を希望する者は、前期号８月

20日、後期号12月８日までに教職センター に申し出ること。
２　原稿提出先は教職センターとする。
３　提出された原稿は、提出期限後の年報編集委員会において掲載の可否を決定する。なお、その際、

訂 正の指示がある場合にはその指示に従い修正すること。
４　論文 ・調査報告１編の長さは、 出来上がり誌面10ページ以内とする。
５　論文 ・調査報告の書式等については、本学「研究紀要投稿細則」の「Ⅲ　執筆の規約」に準ずる

ものとする。ただし、抄録はつけなくともよい。
Ⅲ　著作権
　掲載された論文等の著作権の扱いは以下とおりする。

　　①　著作権は、著者に帰属するものとする。
　　②　著作権者は、複製権・公衆送信権等、出版やオンラインの公開・配信について、東京家政大学

教職センターに著作権上の許諾を与えるものとする。
　　③　著作権者は、論文等の電子化、東京家政大学機関リポジトリへの登録、公開・一般利用者の閲

覧・ダウンロード等について、リポジトリを管理・運用する東京家政大学図書館に著作権上の許
諾を与えるものとする。

　　④　論文を投稿する者は、電子化・オンライン上での公開にあたり、以下の者から著作権上の許諾
を予め得ておくものとする。

　　　（ａ）共著者がいる場合は、そのすべての共著者
　　　（ｂ）引用図版・写真等がある場合は、その図版・写真著作権者
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　　　附　則
　この規程は、平成27年12月１日から適用する。
　　　附　則
　この改正された規程は、平成29年７月６日から施行し、平成29年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この改正された規程は、令和２年９月24日から施行 ・適用する。
　　　附　則

１　「教員養成教育推進室「年報」規程」におけるⅢ②の「教員養成教育推進室」は 「教職センター」
と 読み換える。

２　この改正された規程は、令和３年５月27日から施行 ・適用する。



編集後記

　「東京家政大学教職センター年報」第12号をお届けいたします。巻頭言にも示さ
れているとおり、本年度から教員養成教育推進室を改組し、新たに教職センター
としてスタートいたしました。教職を目指す学生に対する指導や支援を引き続き
充実させるとともに、研究活動についても「年報」の発行を中心に取り組んでい
く所存です。
　昨年来の新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつ、GIGAスクール構想が前
倒しして実施されるなど、いま教育の形が大きく変わりつつあります。大学の教
職課程としても、急激に変化するニーズに対応するべく、日々の教育・研究活動
を充実させていく必要を痛感しているところです。しかし一方で、時代の変化の
中でも変わらない教育の本質を粘り強く追究していくことも、また大学に求めら
れている役割であるように思います。「年報」の編集・発行という仕事が、大学に
期待される役割を果たす一助となっていれば幸甚です。
　編集に際して、杉本真紀子先生に特にご尽力いただきました。さらに走井洋一
センター長ならびに各部門の編集委員の先生方からお力添えを得て、完成にこぎ
着けました。この場を借りてお礼申し上げます。

「年報」編集委員代表　鵜殿　　篤



東京家政大学
教職センター年報
 第 12 号 �  令和３年度 前期

東
京
家
政
大
学

　
教
職
セ
ン
タ
ー
年
報

　
第
12
号

東京家政大学
教職センター

「編集委員一覧」
統括　鵜殿　　篤　　　保育科・教職センター副所長
代表　杉本真紀子　　　教職センター
　　　石川　昌紀　　　児童学科
　　　岩崎　香織　　　児童教育学科
　　　塩入　輝恵　　　栄養科
　　　中村　直美　　　心理カウンセリング学科　
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